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「運輸業に勤務する被保険者の健診結果及び口腔状況等に関する健康経営参画別分析」 

北海道支部 企画グループ グループ長補佐 遠島 綾子                             

北海道医療大学歯学部 准教授 松岡 紘史、教授 三浦 宏子 

概要 

【目的】 

その業務内容から、生活習慣の改善や定期的な歯科受診に繋がりにくい背景要因が想定さ

れる運輸業（「道路貨物運送業」および「その他の運輸業」）について、事業所の健康経営参

画状況に着目した分析を行い、新たなエビデンスを得て今後の事業に向けた検討材料とする

ことを目的とする。 

【方法】 

北海道支部の被保険者で 2020年度と 2021年度の生活習慣病予防健診データを突合できた

者のうち、運輸業に属する男性（26,566 名）を対象とした。勤務する事業所の 2020 年度の

健康経営参画状況（健康経営優良法人認定群／健康宣言群／参画なし群）で、健診および問

診結果の経年変化（BMI25 以上該当状況、喫煙の有無、咀嚼の自覚症状）、歯科指標（年度内

受診有無、残歯数）、それぞれの項目の該当者割合に差があるかχ²検定により比較した（有

意水準 5％）。年齢区分（35-44／45-54／55-64／65-74歳）別にも同様に比較した。 

【結果】 

・ BMI の経年変化については参画なし群と比較して、健康宣言群で悪化の割合が有意に低

く、優良法人群で良好維持の割合が有意に高い。 

・ 喫煙の経年変化は参画なし群と比較して「55-64 歳」の健康宣言群で喫煙継続の割合が

有意に高く、優良法人群で禁煙継続の割合が有意に高い。 

・ 咀嚼自覚症状の経年変化については参画なし群と比較して、健康宣言群で良好維持の割

合が有意に低く、不良維持の割合が高い。 

・ 歯科の年度内受診有無について、有意差は見られなかった。 

・ 残歯数は参画なし群と比較して、健康宣言群で 20歯以上の割合が低い。 

【考察】 

北海道支部では健康宣言の前提条件として、事業所へ特定保健指導の実施受け入れ等を必

須としていることから、それらの取り組みが BMI の悪化を防いでいる可能性が示唆された。

口腔内の状況（咀嚼・残歯数）及び一部の年代の喫煙に関しては、健康宣言群の結果が不良

であり、理由は推察が困難であるものの、今後の歯科保健事業のアプローチ対象として明確

にできた。優良法人群は一部の年代で禁煙継続の割合が高く、口腔に関する健康づくりの取

り組みを含め、引き続き事業所の好事例の収集に努めていく。 

歯科受診有無に関しては有意差がなく、運輸業の勤務内容の特徴として、事業所単位での

取り組みが奏功し難い分野であることも推察されるため、個人単位への取り組みも含め、引

き続き事業企画の検討を継続したい。 
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本文 

【目的】 

北海道支部加入者の特徴として、全国平均より①生活習慣病に直結する健診有所見率等が

おしなべて高いこと（リスク保有率としてメタボリックシンドローム1のリスク 4位・脂質リ

スク 3位・BMIリスク 2位・喫煙者割合 1位等）、②医科歯科を問わず医療費が高いこと（加

入者一人当たり医療費全国 3位）、③入院外及び歯科の受診率が低いこと等があげられる（表

1～2）。 

 

（表 1：2022年度 都道府県支部別健診結果の状況） 

 

（表 2：2022年度 都道府県支部別 加入者 1人当たり医療費） 

 

 

2017年度より歯周疾患と生活習慣病の関係について傾向を検討してきたが、その中で歯科

受診状況等について、業態による傾向の違いを認めた。特に、運輸業（「道路貨物運送業」

および「その他の運輸業」）は、歯科に関する指標（咀嚼自覚症状、歯科受診有無、残歯数）

のいずれも下位であったため、本研究では運輸業に着目した分析を行い、新たなエビデンス

を得て加入者・事業主の行動変容を促す事業展開を企画検討するため、事業所の健康経営参

画状況と、問診結果や歯科受診行動との関連について検証することを目的とした。 

【方法】 

                                                   
1 メタボリックシンドロームのリスクについて： 

腹囲リスクに該当、かつ、血圧・代謝・脂質リスクのうち 2 リスクに該当。 

・腹囲リスク：内臓脂肪面積が 100cm2以上。 

  内臓脂肪面積の検査値がない場合は、腹囲が男性で 85cm 以上、女性で 90cm 以上。 

・血圧リスク：収縮期血圧 130mmHg 以上、または拡張期血圧 85mmHg 以上。 

または高血圧に対する薬剤治療あり。 

・代謝リスク：空腹時血糖 110mg/dl 以上。空腹時血糖の検査値がない場合は、 

HbA1c 6.0%以上。または糖尿病に対する薬剤治療あり。 

・脂質リスク：中性脂肪 150mg/dl 以上、または HDL コレステロール 40mg/dl 未満。 

または脂質異常症に対する薬剤治療あり。 

男女計

ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞ

ﾛｰﾑのリスク

保有率

腹囲の

リスク

保有率

血圧の

リスク

保有率

脂質の

リスク

保有率

代謝の

リスク

保有率

喫煙者の

割合

ＢＭＩの

リスク

保有率

中性脂肪

のリスク

保有率

ＨＤＬｺﾚｽﾃﾛｰ

ﾙのリスク保

有率

北海道順位 4位 3位 7位 3位 15位 1位 2位 5位 6位

北 海 道 18.5% 38.6% 50.5% 32.2% 17.2% 35.3% 35.9% 21.2% 4.7%

全 国 平 均 15.9% 35.6% 45.9% 28.6% 15.6% 28.4% 31.4% 19.2% 4.2%

合計 入院
入院外

（調剤を含む）
歯科 入院 入院外 歯科

北海道順位 3位 2位 6位 9位 6位 45位 41位

北 海 道 223,684 64,917 132,160 22,445 110 6,058 1,538

全国平均 204,099 51,943 125,308 21,861 90 6,437 1,736

受診率（件／千人）１人当たり医療費（円／人）
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北海道支部の被保険者で 2020年度および 2021年度の生活習慣病予防健診結果がある受診

者のうち、運輸業に属する男性（26,566名）を対象とした。 

 

勤務する事業所の 2020 年度の健康経営参画状況（健康経営優良法人認定群／健康宣言群

／参画なし群）で、健診および問診の 2020 年度→2021 年度の経年変化（①BMI25 以上該当

状況、②喫煙の有無、③咀嚼の自覚症状）、④2020 年度内の歯科受診有無、⑤2020年度の歯

周組織検査（歯周基本検査または歯周精密検査）による残歯数（1-9 本／10-19 本／20 本以

上）について、それぞれの項目の該当者割合に差があるかを χ²検定と残差分析により比較

した。年齢区分（35-44／45-54／55-64／65-74歳）別にも同様に比較した。 

解析は SPSS Statistics ver29 を使用し、有意水準は 5％とした。 

 

健康経営参画状況については、健康経営優良法人 2021認定（申請は 2020年秋）を受けて

いる事業所は「優良法人」群、優良法人以外で協会けんぽ北海道支部のコラボヘルス事業で

ある健康事業所宣言に参画している事業所は「健康宣言」群、いずれにも該当していない事

業所を「参画なし」群として、対象者がいずれの事業所に勤務しているかを区分した。（図 1） 

 

（図 1：健康経営参画状況のイメージ） 

 
 

対象の健診および問診の経年変化について、2020 年度→2021 年度の結果により、下記の

とおり区分した。（図 2） 

 

（図 2：健診および問診の経年変化の区分） 

 

 

 

【結果】 

対象者の測定指標の状況を表 3に示す。 

 

［健康経営参画］なし

　健康事業所宣言

健康経営優良法人

認定

25未満 25以上 いいえ はい なんでも噛める
噛みにくい・ほと

んど噛めない

25未満 良好維持 悪化 いいえ 禁煙継続 喫煙移行 なんでも噛める 良好維持 悪化

25以上 改善 不良維持 はい 禁煙移行 喫煙継続
噛みにくい・ほ

とんど噛めない
改善 不良維持

2021　咀嚼2021　BMI
2020

喫煙

2020

BMI

2020

咀嚼

2021　喫煙
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（表 3：対象者の 2020年度の各測定指標の状況） 

 

 

① BMI25以上該当状況 

「健康宣言」群は悪化の割合が有意に低く、「優良法人」群は良好維持の割合が有意に高

い。年齢区分別にすると、有意差はみられなかった。 

［検定結果］ 

 

 

人数 ％

年代 35～44歳 4,447 16.74%

45～54歳 8,676 32.66%

55～64歳 8,361 31.47%

65歳以上 5,082 19.13%

健康経営参画 健康経営優良法人認定 898 3.38%

健康宣言（優良法人以外） 5,405 20.35%

なし 20,263 76.27%

喫煙 あり 13,293 50.04%

なし 13,273 49.96%

BMI25以上 該当 11,939 44.94%

非該当 14,627 55.06%

咀嚼の自覚症状 なんでも噛める 18,037 73.29%

噛みにくい 6,000 24.38%

ほとんど噛めない 572 2.32%

年度内受診 あり 6,231 23.45%

なし 20,335 76.55%

残歯数 0～9本 401 6.44%

10～19本 1,049 16.84%

20本以上 4,781 76.73%
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② 喫煙の有無 

全体（35～74歳）では有意ではなかったが、年齢区分別にすると、「55～64歳」で「優良

法人」群は禁煙継続の割合が有意に高く、「健康宣言」群は喫煙継続の割合が有意に高い。 

［検定結果］ 
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③ 咀嚼の自覚症状 

「健康宣言」群は良好維持の割合が有意に低く、不良維持の割合が有意に高い一方で、悪

化と改善の割合も有意に高かった。 

「45～54歳」「55～64歳」でも一部に有意差がみられた。 

［検定結果］ 
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④ 年度内歯科受診の有無 

全体、年齢区分別いずれも有意差はみられなかった。 

［検定結果］ 

 

 

 

 

 

 

⑤ 歯周組織検査による残歯数 
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「健康宣言」群は残歯数 20歯以上の割合が有意に低い（20歯未満の割合は有意に高い）。

年齢区分別にすると、有意差はみられなかった。 

［検定結果］ 

 

 

 

 

 
 

【考察】 

BMIの経年変化においては、「健康宣言」群および「優良法人」群の結果が良好であった。

協会けんぽ北海道支部のコラボヘルス事業である「健康事業所宣言」では参画の前提条件と

して、事業所に対し、①従業員（被保険者）全員の健診受診、②特定保健指導該当者の実施

受け入れ（勤務時間中の実施調整等）を必須としていること、また、健康経営優良法人は認

定申請時に特定保健指導実施率が報告項目の一つとなっていることから、それらの取り組み

が BMIの悪化防止、良好維持に寄与している可能性が示唆された。 

口腔内の状況（咀嚼・残歯数）及び一部の年代の喫煙に関しては、「健康宣言」群の結果
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が（特に咀嚼についてはコア層である「45～64歳」で）不良であった。一方で、咀嚼につい

ては「健康宣言」は悪化と改善の割合が高かった。理由は推察が困難である（もともと喫煙

や咀嚼の該当者割合の高い事業所が改善すべく健康宣言した可能性も考えられる）ものの、

集団として様々な状態が混在している可能性があり、今後実施予定の歯科保健事業（歯科未

受診者に対する口腔内調査事業）のアプローチ対象として明確にできた。 

「優良法人」群は一部の年代で、禁煙継続の割合が高かった。口腔に関する健康づくりの

取り組みを含め、引き続き事業所の好事例の収集および横展開に努めていく。 

年度内歯科受診有無に関しては有意差がなかった。運輸業の勤務内容の特徴として、事業

所単位での取り組みが奏功し難い分野であることも推察されるため、個人単位への取り組み

も含め、引き続き事業企画の検討を継続したい。 
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「メタボリスク保有者に係る質問票回答の傾向に関する分析」 

岩手支部 企画総務グループ 主任 堀内 俊輝 

概要 

【目的】 

メタボリスク保有者（腹囲リスクかつ血圧リスク、代謝リスク、脂質リスクのうち 2項目

以上に該当）と、保有しない者の質問票から見た生活習慣にはどのくらい違いがあるかを調

査する。本調査結果を今後の特定保健指導の参考資料にする。 

 

【方法】 

2022年度に生活習慣病予防健診を受けた岩手支部加入の被保険者のうち、メタボリスクを

保有する者と保有しない者のグループに分け、性別・年代別（40歳代、50歳代及び 60歳代）

に質問票項目（14項目）ごとのオッズ比及び 95％信頼区間を算出し検討した（有意水準 5％）。

分析には SPSSver28 を用いた。 

 

【結果】 

メタボリスク保有者は非保有者と比べて、男女ともにすべての年代において、20歳時から

の体重が 10 ㎏以上増加した、歩く速度が遅い、人と比較して食べる速度が速い、就寝前に

夕食をとることが多い、保健指導の利用を希望しないと回答する者の割合が有意に高く、ま

た、生活習慣の改善の意思はないと回答する者の割合が有意に低かった。さらに、有意差が

確認できなかった性別・年代が一部あるが、歩行または身体活動を実施していないと回答す

る者及び何でも噛んで食べることができないと回答する者の割合が高い傾向にあった。飲酒

については、頻度は多くない一方で、飲む時は 2 合以上飲む者の割合が高い傾向にあった。

30 分以上の運動習慣は、なしと回答する者の割合が女性の 40 歳代のみ有意に低かったが、

それ以外の性別・年代では有意に高かった。 

 

【考察】 

性別・年代別の調査により、メタボリスク保有者は全体的に“良くない”とされる生活習

慣を持っている者の割合が高い傾向にあることが確認できた。また、飲酒頻度が少ないこと

や、40 歳代の女性に見られた傾向である 30 分以上の運動習慣があるということだけでは、

メタボリスクの根本的な解消にはつながらず、生活習慣のトータルを改善する必要があると

いう可能性が示唆された。 
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本文 

【目的】 

メタボリスク保有者と、保有しない者の質問票から見た生活習慣にはどのくらい違いがあ

るかを調査する。本調査結果を今後の特定保健指導の参考資料にする。 

 

【方法】 

2022年度に生活習慣病予防健診を受けた岩手支部加入の被保険者 113,651人（男性 67,529

人、女性 46,122人）のうち、メタボリスクを保有する者と保有しない者のグループに分け、

性別・年代別（40歳代、50歳代及び 60歳代）に質問票項目（14項目）ごとのオッズ比及び

95％信頼区間を算出し検討した（有意水準 5％）。分析には SPSSver28を用いた。 

 なお、「咀嚼」については「何でも噛んで食べることができる」、「噛みにくいまたはほと

んど噛めない」、「食べる速度」については「速い」、「ふつうまたは遅い」、「間食頻度」につ

いては「ほとんど摂取しない」、「毎日または時々」、「飲酒頻度」については「ほとんど飲ま

ない」、「毎日または時々」、「飲酒量」については「2 合未満」と「2 合以上」、「生活習慣の

改善」については「改善するつもりはない」を「意思なし」、それ以外を「意思あり」とし

て分析を行った。 

 

 また、各リスクの該当基準は以下のとおり。 

（1）腹囲リスク：内臓脂肪面積が 100 ㎠以上、内臓脂肪面積の検査値がない場合は、腹囲

が男性で 85㎝以上、女性で 90㎝以上。 

（2）血圧リスク：収縮期血圧 130mmHg以上または拡張期血圧 85mmHg以上、または高血圧に

対する薬剤治療あり。 

（3）代謝リスク：空腹時血糖 110㎎/dl 以上または糖尿病に対する薬剤治療あり。 ※空腹

時血糖の検査値がない場合は、HbA1c 6.0%以上または糖尿病に対する薬剤治療あり。 

（4）脂質リスク：中性脂肪 150mg/dl以上または HDLコレステロール 40mg/dl 未満、または

脂質異常症に対する薬剤治療あり。 

（5）メタボリスク：（1）かつ（2）から（4）のうち 2項目以上に該当。 

 

【結果】 

メタボリスク保有者は、保有しない者と比べて、質問票回答の傾向は以下のとおりだった

（オッズ比及び 95％信頼区間等、詳細は別表参照）。 

（1）男女ともにすべての年代において回答割合が有意に高かった項目 

・「20歳時からの体重が 10㎏以上増加した」 

・「歩く速度が遅い」 

・「人と比較して食べる速度が速い」 

・「就寝前に夕食をとることが多い」 

・「保健指導の利用を希望しない」 

（2）男女ともにすべての年代において回答割合が有意に低かった項目 
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・「生活習慣の改善の意思はない」 

（3）有意差が一部の性別・年代で確認できなかった項目 

・「30分以上の運動習慣がない」 

男性の 40～50 歳代及び女性の 50～60 歳代では有意に高かったが、女性の 40 歳代の

み有意に低かった。男性の 60歳代では有意差がなかった。 

・「歩行または身体活動を実施していない」 

男性のすべての年代及び女性の 60歳代で有意に高かった。女性の 40～50歳代では有

意差がなかった。 

・「噛みにくいまたはほとんど噛めない」 

男性の 40歳代及び女性のすべての年代において有意に高かった。男性の 50～60歳代

では有意差がなかった。 

・「間食頻度：毎日または時々」 

男性の 50歳代及び女性の 50～60歳代で有意に高かった。男性の 40歳代と 60歳代及

び女性の 40歳代では有意差がなかった。 

・「朝食を抜くことが週に 3回以上ある」 

男性の 40 歳代で有意に低く、女性の 60 歳代で有意に高かった。男性の 50～60 歳代

及び女性の 40～50 歳代では有意差がなかった。 

・「飲酒頻度：毎日または時々」 

男性の 40 歳代で有意に低く、女性のすべての年代で有意に低かった。男性の 50～60

歳代では有意差がなかった。 

・「飲酒量：2合以上」 

男性のすべての年代で有意に高く、女性の 40歳代と 60歳代で有意に高かった。女性

の 50歳代では有意差がなかった。 

・「睡眠で十分休養がとれていない」 

女性のすべての年代で有意に高かった。男性はすべての年代で有意差がなかった。 

 

【考察】 

 性別・年代別の調査により、メタボリスク保有者は全体的に“良くない”とされる生活習

慣を持っている者の割合が高い傾向にあることが確認できた。また、飲酒頻度が少ないこと

や、40 歳代の女性に見られた傾向である 30 分以上の運動習慣があるということだけでは、

メタボリスクの根本的な解消にはつながらず、生活習慣のトータルを改善する必要があると

いう可能性が示唆された。さらに、メタボリスク保有者は生活習慣を改善する意思がないと

回答する割合が低かった一方で、保健指導の利用を希望しないと回答する割合は高く、特定

保健指導が生活習慣を改善するための有力な選択肢となるよう、特定保健指導の技術や案内

方法を引き続き研究していく必要がある。 

今後は、生活習慣改善者における健診結果の変化等を調査し、本分析結果と合わせて、岩

手支部直営の保健指導者の特定保健指導に役立てる資料を作成し、さらに特定保健指導実施

機関への情報提供等にも活用したい。 
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（別表）※本表記載の回答とは逆の回答を対照群としてオッズ比を算出。 
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「睡眠と働きがい及び生産性に関する実態調査」 

宮城支部 企画総務グループ スタッフ 柳沼 純直（現・本部 総務グループ主任） 

           グループ長補佐 高橋 耕平 

仙台白百合女子大学人間学部健康栄養学科 教授 鈴木 寿則 

東北大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野 客員教授 辻 一郎 

概要 

【目的】 

メンタルヘルス関連の患者数は増加傾向にあり、協会けんぽのメンタルヘルスを起因とし

た傷病手当金の件数、金額の構成割合も増加している。本研究はメンタルヘルス不調と関連

がある「睡眠」に着目し、ワークエンゲイジメント(働きがい)やプレゼンティーズム(生産

性低下)との関連性の実態把握と、健康経営に資する事業の検討を目的とする。 

【方法】 

2021年度宮城支部健診データ(35-74歳被保険者)から、欠損値を除き、睡眠習慣等 (ピッ

ツバーグ睡眠質問票(PSQI)、ユトレヒト・ワーク・エンゲイジメント尺度、東大 1項目調査

票) に関する調査回答者 6,267人について、PSQI スコアで 3群(0-5点:睡眠障害なし群、6-8

点:軽度障害群、9-21 点:重度障害群)に分け、以下の 3 つの分析を行った。①性別、年齢、

業態区分別の基本特性の把握。②働きがい、生産性低下の点数(働きがいは高い程良好、生

産性低下は低い程良好)の分散分析。③働きがい、生産性低下の点数を目的変数、性別・年

齢・業態・上記 3群の区分を説明変数とした重回帰分析。有意水準は 5％とした。 

【結果】 

①睡眠障害判定者の割合(全体 40.1 %)は、「医療,福祉」(46.6%)、「宿泊業,飲食サービス業」

(46.2%)が高く、「鉱業,採石業,砂利採取業」(22.8%)、「農業,林業,漁業」(32.6%)が低かっ

た。 

②働きがい、生産性低下の点数共に 3群間で有意差があった。 

③働きがいの点数は、睡眠障害なし群と比較し、軽度・重度障害群共に有意に低かった。生

産性低下の点数は、軽度・重度障害群共に有意に高かった。 

【考察】 

「医療,福祉」、「宿泊業,飲食サービス業」が宮城支部平均より高く、業態毎に差異があった。

また、睡眠障害なしと比較し軽度・重度障害は、働きがいの点数が有意に低く、生産性低下

の点数は有意に高かった。そのため、睡眠が働きがいや生産性に影響を与えている事が示唆

された。そこで、本研究結果を基に、職場環境改善に繋がる情報資材として「睡眠アドバイ

スシート及び睡眠健康度カルテ」を作成、提供する予定である。さらに、効果的な保健事業

に繋げるため、睡眠と健診項目等との関連性の分析を進めたい。 
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本文 

【目的】 

平成 30年版厚生労働白書によると、メンタルヘルス関連の患者数は 2002年の 258万人か

ら 2017 年には 419 万人と 1.6 倍に増加しており、中でも「気分障害など」の疾病別・年齢

階級別の患者数割合は 30-50 歳代が全体の半数以上を占めている1(図表 1、図表 2)。また、

協会けんぽの年度別(各年 10月)の傷病手当金の件数及び金額の構成割合はいずれも 1998年

度から約 7倍に増加している2(図表 3)。加えて、傷病手当金支給件数割合についてもメンタ

ルヘルス関連の疾病が全体の 30％を超えている状況である(図表 4)。 

先行研究では、質の低い睡眠は、メンタルヘルス不調や生活習慣病リスクを高め、症状を

悪化させることが示されている。さらに、健康日本 21 (第三次)は、「睡眠時間が十分に確保

できている者の増加」という目標が示されている。 

そこで、本研究は、メンタルヘルス不調と関連があるとされる「睡眠」に着目し、ワーク

エンゲイジメント（働きがい）やプレゼンティーズム（生産性低下）の観点から関連性につ

いて、実態の把握をすることで、加入者の健康課題を解決し、ワークエンゲイジメント及び

プレゼンティーズムを改善させ、健康経営に資する事業の検討をすることを目的とする。 

 

(図表 1) 精神疾患を有する総患者数の推移 

 

(図表 2) 疾病別・年齢階級別 こころの患者数割合(2017 年) 

 

 

 

                                                   
1 平成 30 年版厚生労働白書「こころの病気の患者数の状況」を用いて作成 
2 協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)傷病手当金「精神及び行動の障害」金額と構成割合(各年 10 月)の推移

を用いて作成 

(万人) 
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(図表 3) 傷病手当金「精神及び行動の障害」金額と構成割合(各年 10月) 

 

 

(図表 4) 傷病手当金支給件数の割合【全年齢】 

 
 

【方法】 

 2021年度の宮城支部健診データ(35-74歳の被保険者)から、年齢、性別、問診票の睡眠項

目に欠損値がなく業態別に無作為抽出した 22,365 人を対象として、睡眠効率や睡眠習慣、

ワークエンゲイジメント、プレゼンティーズムに関する調査3を実施した。その有効回答者

6,267 人をピッツバーグスコアで 3群(0-5点:睡眠障害なし群、6-8点:軽度障害群、9-21点:

重度障害群 1)) に分け（以下「PSQI 3群」）、次の 3つの分析を行った(図表 5)。 

なお、業態区分については、健康保険及び厚生年金保険の業態分類標準の 43 区分を日本

標準産業分類上の 19区分に再分類した(図表 6)。 

 

① 基本特性として、性別、年齢層別、業態別に、PSQI 3群の割合を把握した。 

また、睡眠障害なし者とあり者の割合を、各業態とそれ以外の業態の間でカイ二乗検定を

用いて比較した。 

                                                   
3 使用した調査票：ピッツバーグ睡眠質問票(PSQI)、ユトレヒト・ワーク・エンゲイジメント尺度(UWES)、

東大 1項目 

1998  2003  2007  2013  2018  2021 年 

(億円) 
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② ワークエンゲイジメント、プレゼンティーズムの点数4の分散分析を PSQI 3群間で行った。 

③ ワークエンゲイジメント、プレゼンティーズムの点数を目的変数とし、性別、年齢、業

態、PSQI 3群区分を説明変数にした重回帰分析を行った。 

なお、分析には、SAS、IBM SPSS Statistics Ver26 を使用し、有意水準は 5％とした。 

 

(図表 5) 分析対象者決定フロー 

 

(図表 6) 業態区分対応表 

 

【結果】 

① 性別、年齢層別、業態区分別の PSQI 3群の割合 

睡眠障害あり者（＝軽度障害群＋重度障害群）の割合は、年齢の場合、35歳-59歳が宮城

支部平均の 40.1％より高かった。また、性別の場合、睡眠障害あり者の割合は女性が男性よ

り約 10％ポイント高かった(図表 7)。 

                                                   
4 働きがいの点数は高い程良好な状態、生産性低下の点数は低い程良好な状態。 
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(図表 7) 性別、年齢層別の PSQI 3群の割合 

 

 

次に、業態区分別に比較した場合、「医療,福祉」(46.6%)、「宿泊業,飲食サービス業」(46.2%)

は、宮城支部平均より高く、「鉱業,採石業,砂利採取業」(22.8%)、「農業,林業,漁業」(32.6%)

は、宮城支部平均より低かった。また、カイ二乗検定でも同様の結果となった(図表 8)。 

 

(図表 8) 業態区分別の PSQI 3 群の割合 

 

 

** 
* 

** 
** 

n.s. 

n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 

n.s. 
n.s. 

n.s. 

n.s. 
n.s. 
n.s. 

n.s. 

n.s. 
n.s. 

睡眠障害あり 
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②ワークエンゲイジメント、プレゼンティーズム点数の PSQI3群間の分散分析 

ワークエンゲイジメントの平均点数は、睡眠障害なし群(3.2 点)、軽度障害群(3.0 点)、

重度障害群(2.8 点)の 3 群間に有意差がみられた。プレゼンティーズムの平均点数は、睡眠

障害なし群(19.1 点)、軽度障害群(26.8 点)、重度障害群(34.6 点)の 3 群間に有意差がみら

れた(図表 9)。 

 

(図表 9)PSQI 3群のワークエンゲイジメント、プレゼンティーズムの平均点数 

 
 

③ワークエンゲイジメント、プレゼンティーズム点数の重回帰分析 

ワークエンゲイジメントの点数は、性別、年齢、業態を調整しても、睡眠障害なし群と比

較して、軽度・重度障害群がともに有意に低かった。また、プレゼンティーズムの点数は、

睡眠障害なし群と比較して、軽度・重度障害群がともに有意に高かった(図表 10)。 

 

(図表 10) ワークエンゲイジメント、プレゼンティーズム点数の 

PSQI 3群の標準偏回帰係数（性別・年齢・業態を調整後） 
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【考察】 

 睡眠障害あり者の割合は、35 歳～59 歳が宮城支部平均の 40.1％より高く、女性が男性よ

り約 10％ポイント高かった。業態区分別では、「医療,福祉」が宮城支部平均より 6.5ポイン

ト高く、「宿泊業,飲食サービス業」は 6.1ポイント高く、業態毎に差異がみられた。また、

睡眠障害なし群と比較して軽度・重度障害群は、ワークエンゲイジメントの点数が有意に低

かった。同様に、睡眠障害なし群と比較して軽度・重度障害群は、プレゼンティーズムの点

数が有意に高かった。 

先行研究では、労働パフォーマンスの低下について、生活習慣の中でも睡眠による休息の

不足が最も強く関係しており、さらに休息感の状態によっても悪化することが示されている
2)。これらの結果は、本研究の分析で明らかとなった睡眠障害レベルによる労働パフォーマ

ンス変化と類似しており、睡眠が働きがいや生産性に影響を与えていることが明らかになっ

た。 

そこで、宮城支部は、本研究結果を基にして、事業所の職場環境の改善に繋がる情報資材

として「睡眠アドバイスシート及び睡眠健康度カルテ」を作成し、提供する予定である。さ

らに、保険者における健康経営の促進、効果的な保健事業に繋げるため、睡眠と健診項目等

との関連性の分析を進めたい。 
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第 73回東北公衆衛生学会、第 10回協会けんぽ調査研究フォーラムで発表 
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「秋田支部の総合工事業における健康リスクと介入の検討」 

秋田支部企画総務グループ 主任 澤口 駿（現・本部 財政支部グループ 主任） 

概要 

【目的】 

秋田支部では、以前よりコラボヘルスを実施していた「運輸業」のみならず、他業種との

コラボヘルスを広げていくため、連携先の検討を行った。業態別リスク保有率の「地域差指

数－1」の寄与度を分析したところ、メタボリスクや飲酒習慣、喫煙等の項目において「総

合工事業」の寄与度が一番高いことが判明した。「総合工事業」は「運輸業」と比較して事

業所規模も大きい業態であり、秋田支部の健康リスクに与える影響が大きいと思われること

から、「総合工事業」におけるリスク要因について明らかにし、介入すべき項目について検

討を行う。 

 

【方法】 

2021 年度の秋田支部被保険者健診データを用いて、事業所規模が 50 人以上の事業所に勤

める者を分析対象とし、「総合工事業」「運輸業」「それ以外」の 3 群に分けて、生活習慣病

リスクや生活習慣、特定保健指導実施率についてχ2 検定を用いて分析を行った。統計解析

には SPSS Statistics Ver.29 を使用し、有意水準は 5％とした。 

 

【結果】 

総合工事業が有意に高かった項目は、「積極的支援該当」、「BMI25 以上」、「高血圧」、「中

性脂肪 150 以上」、「HDL40 未満」、「空腹時血糖 110 以上」、「GOT31 以上」、「GPT31 以上」、

「γGTP51 以上」、「喫煙あり」、「脳血管疾患の既往歴あり」、「運動習慣あり」、「飲酒毎日」、

「飲酒 1 合以上」の者の割合であった。また、特定保健指導実施率は、有意に低かった。な

お、健康経営宣言の実施有無による有意差は殆ど見られなかった。 

 

【考察】 

総合工事業に対する BMI や喫煙、飲酒習慣にかかる健康リスクや生活習慣の項目、特定

保健指導実施率向上に向けた介入の必要性が示唆された。また、本研究では健康経営宣言の

実施による有意差は殆ど見られなかった。本研究で明らかとなった項目について改善をする

ために、健康経営宣言事業所の拡大を図るとともに取組の質の向上やフォロー体制の強化を

並行して進めることで、秋田支部で総合工事業に従事される方々の健康に資する取組を実施

していきたい。 
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本文 

【目的】 

秋田支部では、以前から運輸業とのコラボヘルス事業を通じて関係団体との連携強化を図

ってきた。第 2 期データヘルス計画が終了し、第 3 期データヘルス計画が始まる令和 6 年度

においては、運輸業のみならず、他業種ともコラボヘルスを広げていくことが重要と考えて

いる。連携先の検討にあたり、業態別リスク保有率の「地域差指数－1」1の寄与度を分析し

たところ、メタボリスク、メタボ予備群、腹囲リスク、脂質リスク、代謝リスク、中性脂肪

リスク、HDL リスク、喫煙者の割合、飲酒習慣の項目において「総合工事業」の寄与度が

一番高いことが判明した。また、その他の項目においても上位となっていた。総合工事業は

運輸業と比較して事業所規模も大きい業態であり、秋田支部の健康リスクに与える影響が大

きいと思われることから、総合工事業におけるリスク要因について明らかにし、介入すべき

項目について検討を行う。 

 

表１ 秋田支部総合工事業におけるリスク保有率等の「地域差指数－1」 

の寄与度及び支部内順位 

 

 

【方法】 

2021 年度の秋田支部被保険者健診データを用いて、事業所規模が 50 人以上の事業所に勤

める者を分析対象とし、「総合工事業（n＝1,978）」「運輸業（n＝2,306）」「それ以外の秋田

支部健診受診者（n＝34,173）」の 3 群に分けて、生活習慣病リスクや生活習慣、特定保健指

導実施率についてχ2検定を用いて分析を行った。また、「総合工事業」において健康経営宣

言の実施有無による生活習慣病リスクや生活習慣についてχ2 検定を用いて分析を行った。

なお、統計解析については、SPSS Statistics Ver.29 を使用し、有意水準は 5％とした。 

 

 

 

                                                   
1 「地域差指数－1」とは、各支部のリスク保有率等について年齢調整し、全国平均を 1 として指数化し

た「地域差指数」から 1 を引いたもの。全国平均と等しければ 0 となる。 
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【結果】 

＜3 群の基本特性（健診項目）＞ 

「総合工事業」が有意に高い項目は、「積極的支援（特定保健指導）該当」、「BMI25kg/m2

以上」、「高血圧（SBP140 or DBP90mmHg 以上）」、「血圧特定保健指導基準（SBP130 or 

DBP85mmHg 以上）」、「中性脂肪 150mg/dl 以上」、「HDL コレステロール 40mg/dl 未満」、

「空腹時血糖 110mg/dl以上」、「空腹時血糖 126mg/dl以上」、「GOT31U/L以上」、「GPT31U/L

以上」、「γGTP51U/L 以上」の者の割合であった。 

 

表 2 3 群の基本特性（健診項目） 
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＜3 群の基本特性（問診項目）＞ 

「総合工事業」が有意に高い項目は、「喫煙あり」、「既往歴（脳血管）あり」、「1 回 30 分

以上の軽く汗をかく運動を週 2 日以上実施あり」、「飲酒頻度が毎日」、「飲酒量が 1～2 合未

満、2～3 合未満、3 合以上」の者の割合であった。また、有意に低い項目は「睡眠で休養が

取れていない」者の割合であった。 

 

表 3 3 群の基本特性（問診項目） 

 

※「－」は対象者 10 人未満のため非表示 

 

＜3 群の特定保健指導実施率の割合＞ 

3 群における特定保健指導実施率の割合は、「総合工事業」が有意に低い結果となった。 

表 4 3 群の特定保健指導実施率 
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＜総合工事業における「健康経営宣言」有無別の生活習慣病リスクの比較＞ 

総合工事業で「健康経営宣言」を実施している事業所群が有意に低い項目は、「BMI25 

kg/m2以上」、「日常生活において歩行又は同等の身体活動を 1 日 1 時間以上実施あり」の者

の割合であった。他の項目に有意差は認められなかった。 

 

表 5 総合工事業における健康経営宣言有無別の生活習慣リスク（健診項目） 

 
表 6 総合工事業における健康経営宣言有無別の生活習慣リスク（問診項目） 
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＜総合工事業における「健康経営宣言」有無別の特定保健指導実施率＞ 

健康経営宣言を実施している総合工事業の事業所の特定保健指導実施率は、健康経営宣言

を実施していない総合工事業の事業所と比較して有意に高かった。 

 

表 7 総合工事業における健康経営宣言有無別の特定保健指導実施率 

 

 

【考察】 

総合工事業に対する、BMI や血圧、肝機能、喫煙、飲酒習慣にかかる健康リスクの改善や

特定保健指導実施率向上に向けた介入の必要性が示唆された。健康経営宣言を実施している

事業所群では、未実施の事業所群と比較して BMI や運動習慣、特定保健指導実施率につい

て有意に良い傾向が見られたが、その他の項目では有意差は見られなかった。 

本研究では、健康経営宣言の実施有無による違いは殆ど見られなかったが、健康経営宣言

を実施する事業所群では特定保健指導実施率が高い結果となった。これは、健康経営を通じ

て従業員の健康維持・増進に理解があること等が要因として考えられる。また、総合工事業

において特定保健指導を実施する際は、現場作業が多く会社内に対象者が不在である等の要

因が実施率を伸び悩ませる要因となることが考えられる。 

総合工事業に従事される方々の健康に資する取組を実施するため、ICT を活用した特定保

健指導等、対象者が特定保健指導を受けやすい環境を整えることや、事業所担当者の理解も

不可欠であることから、総合工事業における健康経営宣言事業所の拡大を図るとともに取組

の質の向上やフォロー体制の強化を並行して進めたい。 
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「ハイリスク群における健診受診後の行動とコラボヘルス事業の効果の検討」 

静岡支部 保健グループ 保健専門職 飯田 聖子 

概要 

【目的】 

静岡支部では全国 2 番目の健康宣言事業所数を有している。そこで、健診結果データから

定義したハイリスク群や、健康宣言事業所について、生活習慣（問診データ）の傾向を比較

分析して、コラボヘルス事業の効果を検証することを目的とする。 

【方法】 

対象者は静岡支部加入で 2019 年度～2021 年度の 3 年度連続健診受診している被保険者

208,606 人を各年度の健診結果に基づいてハイリスク群（SBP≧160 or DBP≧100 or FBS

≧126 or HbA1c≧6.5）、予備群（SBP≧130 or DBP≧80 or FBS≧110 or HbA1c≧5.6）と

正常群（上記以外）に分け、生活習慣（問診データ）の傾向をχ2検定（有意水準 5％）で比

較分析した。また、健康宣言事業所と非宣言事業所の間にも差があるか同様に検証した。 

【結果】 

・「間食あり者」の割合は、正常群よりハイリスク群＋予備群の方が低く、 

宣言事業所より非宣言事業所の方が高かった。 

・「朝食欠食者」の割合は、正常群＋予備群よりハイリスク群の方が高く、 

宣言事業所と非宣言事業所の間に有意差は無かった。 

・「喫煙者」の割合は、正常群よりハイリスク群＋予備群の方が高く、 

宣言事業所と非宣言事業所の間に有意差は無いが、共に減少傾向だった。 

・「飲酒 1 合以上」の割合は、正常群よりハイリスク群＋予備群の方が高く、 

宣言事業所より非宣言事業所の方が低いが、共に減少傾向だった。 

・「運動習慣なし者」の割合は、正常群よりハイリスク群＋予備群の方が低く、 

宣言事業所と非宣言事業所の間に有意差は無いが、共に減少傾向だった。 

【考察】 

ハイリスク有無別および健康宣言有無別で、生活習慣の一部に差があることがわかった。

全体的に 2019 年度から 2020 年度で割合の変化が大きいのは、コロナ禍の影響が大きいと

思われる。宣言事業所の方が健康意識が高く、健康づくりの取り組みを実践していると推察

するが、非宣言事業所より有意に改善が速いと言える状況には至っていないことも分かっ

た。また、宣言事業所の飲酒 1 合以上の割合や喫煙率が非宣言事業所より（喫煙率の方は有

意ではないが）若干高くなっていることから、飲酒や喫煙を事業所の課題として捉え、健康

宣言を行っている事業所が多いことが見て取れる。今後は、コラボヘルスの効果検証をさら

に進めるとともに、分析結果をもとに効果的なコラボヘルス事業の更なる推進を図ってい

く。 
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本文 

【目的】 

保険者と事業所が積極的に連携し、加入者の予防・健康づくりを効率的・効果的に実行す

るコラボヘルスは近年注目されており、日本健康会議における「健康づくりに取り組む 5 つ

の実行宣言 2025」でも、「保険者とともに健康経営に取り組む企業等を 10 万社以上とする」

という目標を掲げられている。協会けんぽでは 2023 年 6 月末時点で 6,575 事業所と全国 2

番目の健康宣言事業所数を有し、積極的に取り組んでいる。 

そこで本研究は、健診結果データと問診データを活用し、ハイリスク群の健診受診後の行

動を把握するとともに、健康宣言事業所と非宣言事業所別に比較分析することにより、コラ

ボヘルス事業の効果を検証することを目的とする。 

 

【方法】 

 静岡支部加入で 2019 年度～2021 年度の 3 年度連続健診受診している被保険者 208,606

人を各年度の健診結果に基づいて「ハイリスク群（収縮期血圧 SBP≧160mmHg 又は 拡張

期血圧 DBP≧100mmHg 又は 空腹時血糖 FBS≧126mg/dl 又は HbA1c≧6.5％）」、「予備

群（SBP≧130mmHg 又は DBP≧80mmHg 又は FBS≧110mg/dl 又は HbA1c≧5.6％）」

と「正常群（上記以外）」に分けた（図表 1）。 

 

（図表 1） 

 

 

 

 

 

 

  正常群 予備群 ハイリスク群 

収縮期血圧 130mmHg 未満 130～159mmHg 160mmHg以上 

拡張期血圧 80mmHg 未満※ 80～99mmHg 100mmHg以上 

空腹時血糖 110mg/dl 未満 110～125mg/dl 126mg/dl以上 

HbA1c 5.6％未満 5.6～6.4% 6.5%以上 

※高血圧治療ガイドライン 2019 に準拠。 

 

 「正常群」と「ハイリスク群＋予備群」の 2 群間（一部では「正常群＋予備群」と「ハイ

リスク群」の 2 群間）と、健康宣言事業所と非宣言事業所の 2 群間で、問診データの回答を

χ2検定（有意水準 5％）で比較分析した。 

本稿では問診データの生活習慣の内、「間食」、「朝食欠食」、「喫煙」、「飲酒量」、「運動習

慣」について結果を報告する。なお、3 択以上の問診データは次の通り 2 択にまとめた。 

 

2019年度～2021年度  

3年連続継続受診者 

208,606人   

正常群 97,290人   

予備群 90,839人 

ハイリスク群 20,477人   
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①「間食」  ：「毎日＋時々（間食あり）」vs「ほとんど摂取しない」 

②「朝食欠食」：「はい（欠食あり）」vs「いいえ（欠食なし）」 

③「喫煙」  ：「はい（喫煙あり）」vs「いいえ（喫煙なし）」 

④「飲酒量」 ：「1合未満」vs「1～2合＋2～3合＋3合以上(1合以上）」 

⑤「運動習慣」：「はい（運動あり）」vs「いいえ（運動なし）」 

 

 

【結果】 

 分析対象者全体の収縮期血圧、拡張期血圧、空腹時血糖の各リスク該当状況は図表 2 の通

り。 

2019 年度から 2020 年度にかけて正常群の減少割合が高い。 

 

（図表 2） 

収縮期血圧 
   

  2019年度 2020年度 2021 年度 

正常群 72.2% 69.6% 69.2% 

予備群 25.2% 27.3% 27.9% 

ハイリスク群 2.6% 3.1% 2.9% 

拡張期血圧 
   

  2019年度 2020年度 2021 年度 

正常群 65.0% 62.7% 62.3% 

予備群 32.1% 34.2% 34.7% 

ハイリスク群 2.6% 3.1% 2.9% 

空腹時血糖 
   

  2019年度 2020年度 2021 年度 

正常群 86.8% 85.4% 84.7% 

予備群 7.7% 8.5% 8.9% 

ハイリスク群 5.5% 6.1% 6.4% 

 

 

 健康宣言事業所と非宣言事業所の各リスク該当者割合は図表 3 の通り。 

非宣言事業所の方が、宣言事業所に比べて、「ハイリスク群」者、「予備群」者の割合が高

く、また「正常群」者の割合が低い。 
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（図表 3） 

 

 

 
 

9.8%

10.9% 11.0%

9.6%

9.8%

10.0%

10.2%

10.4%

10.6%

10.8%

11.0%

11.2%

2019年度 2020年度 2021年度

事業所の健康宣言別・ 「ハイリスク群」者割合

宣言あり 宣言なし

43.4%

44.4%

45.3%

43.6%

44.5%

45.6%

43.0%

43.5%

44.0%

44.5%

45.0%

45.5%

46.0%

2019年度 2020年度 2021年度

事業所の健康宣言別・ 「予備群」者割合

宣言あり 宣言なし

46.8%

44.9%

44.0%

46.6%

44.7%

43.4%

43.0%

43.5%

44.0%

44.5%

45.0%

45.5%

46.0%

46.5%

47.0%

2019年度 2020年度 2021年度

事業所の健康宣言別・ 「正常群」者割合

宣言あり 宣言なし
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① 「間食」 

「正常群」と「ハイリスク群＋予備群」との比較では、2019～2021 年度のすべてにおい

て、「正常群」に比べて「ハイリスク群＋予備群」の「間食をしない」者の割合が有意に高

かった（各年度 P<0.001）。（図表 4） 

（図表 4） 

 

 
2019 年度 2020 年度 2021 年度 

間食なし 間食あり 間食なし 間食あり 間食なし 間食あり 

ハイリスク群

＋予備群 

27,464 

(=5,574 

+21,890) 

79,732 

(=13,973 

+65,759) 

29,513 

(=6,164 

+23,349) 

81,292 

(=15,250 

+66,042) 

29,862 

(=6,331 

+23,531) 

83,628 

(=15,557 

+68,071) 

正常群 17,599 76,264 17,555 72,707 16,844 71,140 

χ2検定 p<0.001 *** p<0.001 *** p<0.001 *** 

 

健康宣言事業所と非宣言事業所との比較では、2019～2021 年度のすべてにおいて、健康

宣言事業所の方が「間食をしない」者の割合は有意に高かった（2019 年度 P<0.001、2020

年度 P<0.01、2021 年度 P<0.05）。（図表 5） 

（図表 5） 

 

 
2019 年度 2020 年度 2021 年度 

間食なし 間食あり 間食なし 間食あり 間食なし 間食あり 

宣言あり 11,577 38,666 11,996 38,230 11,828 38,497 

宣言なし 33,486 117,330 35,072 115,769 34,878 116,271 

χ2検定 P<0.001 *** P=0.004 ** P=0.049 * 
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② 「朝食欠食」 

「正常群＋予備群」と「ハイリスク群」との比較では、2019～2021 年度のすべてにおい

て、「正常群＋予備群」に比べて「ハイリスク群」の「朝食欠食あり」者の割合が有意に高

かった（2019 年度 P<0.05、2020 年度 P<0.01、2021 年度 P<0.05）。（図表 6） 

（図表 6） 

 

 
2019 年度 2020 年度 2021 年度 

朝食欠食あり 朝食欠食なし 朝食欠食あり 朝食欠食なし 朝食欠食あり 朝食欠食なし 

ハイリスク群 4,394 15,328 4,747 16,827 4,879 17,147 

正常群 

＋予備群 

39,201 

(=20,327 

+18,874) 

142,935 

(=74,024 

+68,911) 

38,136 

(=19,102 

+19,034) 

142,008 

(=71,414 

+70,594) 

38,688 

(=18,782 

+19,906) 

141,410 

(=69,395 

+72,015) 

χ2検定 P=0.014 * P=0.005 ** P=0.023 * 

 

健康宣言事業所と非宣言事業所との比較では、2019～2021 年度のすべてにおいて、「朝食

欠食あり」者の割合に有意差は無かった（図表 7）。 

（図表 7） 

 

 
2019 年度 2020 年度 2021 年度 

朝食欠食あり 朝食欠食なし 朝食欠食あり 朝食欠食なし 朝食欠食あり 朝食欠食なし 

宣言あり 10,969 39,361 10,810 39,505 11,008 39,372 

宣言なし 32,626 118,902 32,073 119,330 32,559 119,185 

χ2検定 P=0.214 n.s. P=0.153 n.s. P=0.063 n.s. 
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③ 「喫煙」 

「正常群＋予備群」と「ハイリスク群」との比較では、2019～2021 年度のすべてにおい

て、「正常群＋予備群」に比べて「ハイリスク群」の「喫煙あり」者の割合が有意に高かっ

た（各年度 P<0.001）。（図表 8） 

（図表 8） 

 

 
2019 年度 2020 年度 2021 年度 

喫煙あり 喫煙なし 喫煙あり 喫煙なし 喫煙あり 喫煙なし 

ハイリスク群 7,430 13,045 7,922 14,507 8,011 14,882 

正常群 

＋予備群 

58,072 

(=29,538 

+28,534) 

130,041 

(=67,743 

+62,298) 

55,425 

(=27,098 

+28,327) 

130,487 

(=66,169 

+64,318) 

53,540 

(=25,458 

+28,082) 

132,157 

(=65,300 

+66,857) 

χ2検定 p<0.001 *** p<0.001 *** p<0.001 *** 

 

健康宣言事業所と非宣言事業所との比較では、2019～2021 年度のすべてにおいて、「喫煙

あり」者の割合に有意差は無いが、共に減少傾向だった。 

（図表 9） 

 

 
2019 年度 2020 年度 2021 年度 

喫煙あり 喫煙なし 喫煙あり 喫煙なし 喫煙あり 喫煙なし 

宣言あり 16,424 35,448 15,843 35,994 15,340 36,530 

宣言なし 49,078 107,638 47,504 109,000 46,211 110,509 

χ2検定 P=0.141 n.s. P=0.368 n.s. P=0.705 n.s. 
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④ 「飲酒量」 

「正常群」と「ハイリスク群＋予備群」との比較では、2019～2021 年度のすべてにおい

て、「正常群」に比べて「ハイリスク群＋予備群」の「飲酒 1 合未満」者の割合が有意に低

かった（各年度 P<0.001）。（図表 10） 

（図表 10） 

 

 
2019 年度 2020 年度 2021 年度 

飲酒 1 合未満 飲酒 1 合以上 飲酒 1 合未満 飲酒 1 合以上 飲酒 1 合未満 飲酒 1 合以上 

ハイリスク群

＋予備群 

40,799 

(=7,114 

+33,685) 

45,471 

(=8,821 

+36,650) 

43,262 

(=8,064 

+35,198) 

45,434 

(=9,286 

+36,148) 

44,904 

(=8,505 

+36,399) 

45,207 

(=9,175 

+36,032) 

正常群 41,552 29,479 39,389 26,811 38,693 25,256 

χ2検定 p<0.001 *** p<0.001 *** p<0.001 *** 

 

健康宣言事業所と非宣言事業所との比較では、2019～2021 年度のすべてにおいて、健康

宣言事業所の方が「飲酒 1 合未満」者の割合は有意に約 3％低い（各年度 P<0.001）が、共

に増加傾向だった。（図表 11） 

（図表 11） 

 

 
2019 年度 2020 年度 2021 年度 

飲酒 1 合未満 飲酒 1 合以上 飲酒 1 合未満 飲酒 1 合以上 飲酒 1 合未満 飲酒 1 合以上 

宣言あり 19,168 19,030 19,304 18,250 19,503 17,775 

宣言なし 63,183 55,920 63,347 53,995 64,094 52,688 

χ2検定 p<0.001 *** p<0.001 *** p<0.001 *** 
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⑤ 「運動習慣」 

「正常群」と「ハイリスク群＋予備群」との比較では、2019～2021 年度のすべてにおい

て、「正常群」に比べて「ハイリスク群＋予備群」の「運動習慣あり」者の割合が有意に高

かった（各年度 P<0.001）。（図表 12） 

（図表 12） 

 

 
2019 年度 2020 年度 2021 年度 

運動習慣あり 運動習慣なし 運動習慣あり 運動習慣なし 運動習慣あり 運動習慣なし 

ハイリスク群

＋予備群 

23,493 

(=4,364 

+19,129) 

83,416 

(=15,201 

+68,215) 

25,216 

(=5,013 

+20,203) 

85,390 

(=16,412 

+68,978) 

26,831 

(=5,225 

+21,606) 

86,585 

(=16,685 

+69,900) 

正常群 18,827 74,842 19,111 70,793 19,300 68,278 

χ2検定 p<0.001 *** p<0.001 *** p<0.001 *** 

 

健康宣言事業所と非宣言事業所との比較では、2019～2021 年度のすべてにおいて、「運動

習慣あり」者の割合に有意差は無いが、共に増加傾向。 

（図表 13） 

 

 
2019 年度 2020 年度 2021 年度 

運動習慣あり 運動習慣なし 運動習慣あり 運動習慣なし 運動習慣あり 運動習慣なし 

宣言あり 10,430 39,520 10,996 33,331 11,514 38,492 

宣言なし 31,890 118,738 38,933 117,250 34,617 116,371 

χ2検定 P=0.168 n.s. P=0.602 n.s. P=0.651 n.s. 
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【考察】 

宣言事業所の喫煙者割合は 2019 年度で 31.7%であり、非宣言事業所と比較して有意では

ないものの 0.4％高かった。しかし、宣言事業所と非宣言事業所のどちらも経年的に約 1%ず

つ、全体的に喫煙率は減少しているのは、よい傾向である。 

宣言事業所の飲酒量「1 合未満」の割合は 2019 年度で 50.2%であり、非宣言事業所と比

較して約 3％低かったが、宣言事業所と非宣言事業所のどちらも経年的に約 1%ずつ、全体的

に増加しているのは、よい傾向である。 

運動習慣（1 回 30 分以上、週 2 回以上、1 年以上継続）の状況は宣言の有無で、有意な差

は認められなかった。しかし、宣言事業所と非宣言事業所のどちらも経年的に約 1%ずつ、

全体的に増加しているのは、よい傾向である。 

 

ハイリスク群と正常群、および健康宣言事業の有無別にみると、生活習慣の一部に差があ

ることがわかった。ただ、全体的に 2019 年度から 2021 年度にかけての割合の変化が大きい

のは、コロナ禍の影響が大きいと思われる。また宣言事業所の方が健診結果や間食の状況な

どから、健康づくりの取り組みを実践していると推察するが、宣言事業所の方が非宣言事業

所より有意に改善が速いと言える状況には至っていないことも分かった。 

一方で、喫煙率や飲酒状況などは非宣言事業所の方が良い傾向であることもわかった。宣

言事業所の飲酒 1 合以上の割合や喫煙率が非宣言事業所より（喫煙率の方は有意ではないが）

若干高くなっているのは、飲酒や喫煙を事業所の課題として捉え、健康宣言を行っている事

業所が多いからではないかと推察する。 

今後は、この結果を宣言事業所等に周知するなど、健康宣言による健康づくりの取り組み

を継続してもらうような働きかけが必要であると考える。 

 

【備考】 

日本産業看護学会 第 12 回学術集会（2023 年 10 月 29 日）にて発表した内容を元に加筆修

正。 
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「働き世代の健康データ分析による健康経営の推進策」 

 

京都支部 企画総務グループ 専門職 山口 真寛 、主任 北島 宏樹                            

概要 

【目的】協会けんぽでは加入事業所の健康経営の推進のため、事業主とのコラボヘルス『健

康宣言事業』を推進している。協会けんぽに加入する多くの中小企業は、様々な業態、働き

方の事業所が存在しており、働き方の違いによる業態特有の健康課題があると考えられる。

そのため、健康経営の取組内容も業態や働き方に合わせて実行することで効果的な取り組み

に繋がると考えられる。 

そこで、様々な業態に着目した健康経営を推進するために、健診データ等の分析により業

態別の健康課題を見える化し取りまとめた情報発信ツール「京都働き世代の健康データブッ

ク」に収録した業態別の分析結果を報告する。 

【方法】健診・問診データは 2022 年度の 40 歳以上の被保険者（約 22 万人分）、医療費デ

ータは 2021 年度の被保険者（約 52 万人分）の医科（入院・入院外（調剤含む））レセプト

を分析対象とした。 

健診項目はメタボ、血圧、代謝、脂質リスクの 4 項目、問診項目は標準的な質問票項目の

うち、喫煙、運動習慣等の 12 項目、それぞれを従属変数として、業態・年齢を独立変数と

して男女別にロジスティック回帰分析を行い、業態別にオッズ比及び 95％信頼区間を算出し

た。医療費は生活習慣病関連の傷病名を対象とし、京都支部被保険者の年齢構成を基準に調

整し、業態別の一人当たり医療費（入院、入院外（調剤含む））を算出した。 

【結果】特徴的な結果が見られた業態のオッズ比（95％信頼区間）は、男性では建設業のメ

タボリスクが 1.26（1.21-1.31）、脂質リスクが 1.25（1.21-1.30）、喫煙有が 1.57（1.52-1.63）、

飲酒頻度が多いが 1.58（1.52-1.64）、運輸業のメタボリスクが 1.35（1.30-1.40）、血圧リス

クが 1.43（1.39-1.49）、喫煙有が 1.68（1.62-1.73）、歩行と同等の身体活動無しが 1.50

（1.45-1.55）、就寝前の食事有が 2.02（1.95-2.09）。女性では運輸業のメタボリスクが 1.38

（1.17-1.65）、血圧リスクが 1.46（1.34-1.60）、喫煙有が 2.13（1.93-2.35）、歩行と同等の

身体活動無しが 1.42（1.30-1.56）、朝食欠食が 1.49（1.35-1.65）。生活習慣病関連の一人当

たり医療費は、被保険者数が 500 人以上存在する業態のうち、建設業が 42,279 円と最も高

く、次いで運輸業が 41,134 円、情報通信業が 41,011 円の順に高かった。全業態の平均は

33,949 円であった。 

【考察】業態（働き方）の違いによる健康課題が明らかとなった。健康課題の多い業態とし

て特徴的なのは、男性の建設業と運輸業でメタボ関連リスクと喫煙率が高いことは共通して

いたが、建設業では飲酒習慣が悪く、運輸業では運動習慣、食生活が悪く、業態（働き方）

によってメタボリスクの要因となる生活習慣に違いがあることが示唆された。 

今後も業態や働き方の違いによる健康課題の分析を進め、さらなる健康経営の推進を目指

したい。 
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本文 

【目的】 

協会けんぽでは加入事業所の健康経営の推進のため、事業主とのコラボヘルス『健康宣言

事業』を推進している。 

協会けんぽに加入する多くの中小企業は、様々な業態、働き方の事業所が存在しており、

働き方の違いによる業態特有の健康課題があると考えられる。そのため、健康経営の取組内

容も業態や働き方に合わせて実行することで効果的な取り組みに繋がると考えられる。 

京都支部では、協会けんぽ加入者の特徴である、働き世代の「様々な業態」に着目した健

康経営を推進するために、健診データ等の分析により業態別の健康課題を見える化し取りま

とめた情報発信ツール「京都働き世代の健康データブック」を作成した。 

本稿では「京都働き世代の健康データブック」に収録した業態別の分析結果を報告する。 

 

【方法】 

使用データについて、健診・問診データは京都支部に加入する 2022 年度の 40 歳以上の被

保険者（約 22 万人分）、医療費データは 2021 年度の被保険者（約 52 万人分）の医科（入

院・入院外（調剤含む））レセプトを分析対象とした（被保険者数の業態別内訳は表 1 の通

り）。 

分析方法について、健診項目はメタボ、血圧、代謝、脂質リスクの 4 項目、問診項目は標

準的な質問票項目のうち、喫煙、運動習慣、食習慣、飲酒、睡眠習慣のうち 12 項目（表 2）、

それぞれを従属変数として、業態・年齢を独立変数として男女別にロジスティック回帰分析

（SPSS Statistics Ver26）を行い、業態別（日本標準産業分類大分類）にオッズ比及び 95％

信頼区間を算出した。医療費は社会保険表章用疾病分類のうち、生活習慣病（糖尿病、脂質

異常症、高血圧性疾患、虚血性心疾患、くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞、脳動脈硬化症、

動脈硬化症、腎不全）を対象とし（表 3）、京都支部被保険者の年齢構成を基準に調整し、業

態別の一人当たり医療費（入院、入院外（調剤含む））を算出した。 
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（表１）業態別被保険者数・健診受診者数（京都支部 2022 年度） 

 

 

（表２）分析項目（健診・問診） 

 

 

 

 

 

 

 

40歳以上 40歳以上
健診受診
者数

平均
年齢

標準
偏差

健診受診
者数

平均
年齢

標準
偏差

農業、林業 1,887 1,181 673 54.59 9.585 764 468 253 55.28 9.232

鉱業、採石業、砂利採取業 303 263 175 55.01 8.150 64 57 36 54.12 7.810

建設業 29,672 20,652 12,084 54.05 8.907 6,551 4,662 2,447 53.88 8.839

製造業 76,545 52,014 40,134 52.81 8.367 34,426 21,534 15,215 52.76 8.321

電気・ガス・熱供給・水道業 1,591 1,219 909 54.49 8.988 665 455 307 54.00 8.551

情報通信業 6,832 4,118 2,754 50.84 7.907 3,553 1,464 877 50.04 7.919

運輸業、郵便業 27,233 22,200 15,881 55.32 8.601 4,467 3,129 2,036 52.87 7.640

卸売業、小売業 47,486 32,742 21,591 53.61 8.866 34,670 21,542 13,702 53.18 8.495

金融業、保険業 1,428 1,126 667 54.70 8.663 957 661 433 52.11 7.526

不動産業、物品賃貸業 10,593 7,508 3,795 56.13 9.985 8,077 5,228 2,206 55.51 9.310

学術研究、専門・技術サービス業 11,881 8,018 4,506 53.80 9.273 9,038 5,009 2,737 51.11 7.833

宿泊業、飲食サービス業 11,885 7,062 3,165 52.52 8.760 7,915 4,204 1,904 53.22 8.940

生活関連サービス業、娯楽業 7,930 4,537 2,619 52.53 9.027 7,870 3,474 1,807 52.66 8.864

教育、学習支援業 3,077 1,957 1,420 53.40 8.887 4,464 2,140 1,600 51.48 7.625

医療、福祉 30,515 18,380 13,153 52.78 9.033 69,854 44,495 31,947 52.77 8.049

複合サービス事業 1,371 981 829 55.18 7.918 1,297 1,009 851 54.93 7.669

サービス業（他に分類されないもの） 32,612 22,775 12,365 54.80 9.342 22,581 14,990 7,021 54.44 9.067

公務（他に分類されるものを除く） 71 64 61.59 6.344 48 43 55.95 6.619

士業 16 10 51.10 7.325 33 23 51.26 6.151

合計 302,928 206,807 136,720 53.70 8.896 217,294 134,587 85,379 53.09 8.438

※業態別の人数が10人未満のため、まとめて表示している。

業態名（大分類）

男性_被保険者数 女性_被保険者数

56※ 43※

メタボリスク
血圧リスク
代謝リスク
脂質リスク

喫煙
体重

睡眠

日本内科学会等の
8学会による合同基準

ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速くない
人と比較して食べる速度が速い
就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある
朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している
朝食を抜くことが週に3回以上ある

喫煙している
20歳の時からの10㎏以上増加している
1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、
1年以上実施していない
日常生活において歩行又は同等の身体活動を
1日1時間以上実施していない

問
診

健
診

食事

酒

運動

お酒を毎日飲む
飲酒日の1日当たりの飲酒量が2合以上
睡眠で休養が十分とれていない
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（表３）分析項目（疾病分類コード） 

 

 

 

 

 

【結果】 

 業態別のオッズ比（95％信頼区間）を男女別に掲載する。 

建設業（図１）で特徴的なものは、男性でメタボリスクが 1.26（1.21-1.31）、脂質リスク

が 1.25（1.21-1.30）、喫煙有が 1.57（1.52-1.63）、飲酒頻度が多いが 1.58（1.52-1.64）、飲

酒量が多いが 1.34（1.28-1.40）。女性で喫煙有が 1.15（1.04-1.28）、歩行と同等の身体活動

無しが 1.82（1.66-1.99）、飲酒頻度が多いが 1.19（1.08-1.31）、飲酒量が多いが 1.25

（1.07-1.46）であった。 

 

（図１）建設業 

 

 

 

疾病分類コード 疾病分類名
0402 糖尿病
0403 脂質異常症
0901 高血圧性疾患
0902 虚血性心疾患
0904 くも膜下出血
0905 脳内出血
0906 脳梗塞
0907 脳動脈硬化症
0909 動脈硬化症
1402 腎不全

※全業態の平均と比べて「リスクが高い」、「生活習慣が悪い」が１より上になる。

※ ＊＊: p＜0.01 ＊: p＜0.05
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運輸業・郵便業（図２）で特徴的なものは、男性でメタボリスクが 1.35（1.30-1.40）、血

圧リスクが 1.43（1.39-1.49）、喫煙有が 1.68（1.62-1.73）、歩行と同等の身体活動無しが 1.50

（1.45-1.55）、就寝前の食事有が 2.02（1.95-2.09）、朝食欠食が 1.70（1.64-1.76）。女性で

メタボリスクが 1.38（1.17-1.65）、血圧リスクが 1.46（1.34-1.60）、喫煙有が 2.13（1.93-2.35）、

歩行と同等の身体活動無しが 1.42（1.30-1.56）、就寝前 2 時間以内の食事が 1.28（1.17-1.41）、

朝食欠食が 1.49（1.35-1.65）であった。 

 

（図２）運輸業・郵便業 

 

 

 

 情報通信業（図３）で特徴的なものは、男性でメタボリスクが 1.12（1.02-1.22）、脂質リ

スクが 1.19（1.11-1.28）、20 歳の時からの体重変化ありが 1.35（1.26-1.45）、歩行と同等の

身体活動無しが 1.36（1.26-1.46）。女性では、20 歳の時からの体重変化ありが 1.23

（1.08-1.40）、歩行と同等の身体活動無しが 1.58（1.39-1.80）であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全業態の平均と比べて「リスクが高い」、「生活習慣が悪い」が１より上になる。

※ ＊＊: p＜0.01 ＊: p＜0.05
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（図３）情報通信業 

 

 

 

 製造業（図４）で特徴的なものは、男性で 30 分以上の運動習慣無しが 1.12（1.10-1.15）、

歩行と同等の身体活動無しが 1.22（1.20-1.25）。女性で 30 分以上の運動習慣無しが 1.09

（1.05-1.15）、歩行と同等の身体活動無しが 1.43（1.38-1.48）であった。 

 

（図４）製造業 

 

※全業態の平均と比べて「リスクが高い」、「生活習慣が悪い」が１より上になる。

※ ＊＊: p＜0.01 ＊: p＜0.05

※全業態の平均と比べて「リスクが高い」、「生活習慣が悪い」が１より上になる。

※ ＊＊: p＜0.01 ＊: p＜0.05
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 卸売業・小売業（図５）で特徴的なものは、男性で食べる速度が速いが 1.12（1.09-1.15）、

飲酒頻度が多いが 1.14（1.11-1.17）。女性で 30 分以上の運動習慣無しが 1.13（1.08-1.19）、

飲酒量が多いが 1.10（1.03-1.19）であった。 

 

（図５）卸売業・小売業 

 

 

 

 

 

 

宿泊業・飲食サービス業（図６）で特徴的なものは、男性で喫煙有が 1.30（1.21-1.39）、

30 分以上の運動習慣無しが 1.23（1.14-1.33）、食べる速度が速いが 1.61（1.51-1.73）、就寝

前 2 時間以内に夕食をとるが 2.45（2.29-2.62）、朝食欠食が 2.18（2.04-2.33）、飲酒頻度が

多いが 1.39（1.30-1.49）、飲酒量が多いが 1.47（1.36-1.59）、十分な睡眠がとれていないが

1.23（1.15-1.32）。女性で喫煙有が 1.27（1.14-1.42）、就寝前 2 時間以内に夕食をとるが 1.93

（1.77-2.11）、朝食欠食が 1.51（1.37-1.67）、飲酒頻度が多いが 1.31（1.18-1.46）、飲酒量

が多いが 1.63（1.41-1.89）であった。 

 

 

 

 

 

 

※全業態の平均と比べて「リスクが高い」、「生活習慣が悪い」が１より上になる。

※ ＊＊: p＜0.01 ＊: p＜0.05



 

44 

 

（図６）宿泊業・飲食サービス業 

 

 

 

 

 生活習慣病関連の一人当たり医療費（図７）は被保険者数が 500 人以上存在する業態のう

ち、建設業が最も高く 42,279 円、次いで運輸業 41,134 円、情報通信業 41,011 円の順に高

かった。全業態の平均は 33,949 円であった。 

 

（図７）業態別被保険者一人当たり生活習慣病医療費(年齢調整後)(2021 年度) 

 

 

※全業態の平均と比べて「リスクが高い」、「生活習慣が悪い」が１より上になる。

※ ＊＊: p＜0.01 ＊: p＜0.05
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【考察】 

業態（働き方）の違いによる健康課題が明らかとなった。健康課題の多い業態として特徴

的なのは、男性の建設業と運輸業でメタボ関連リスクと喫煙率が高いことは共通していた

が、建設業では飲酒習慣が悪く、運輸業では運動習慣、食生活が悪く、業態（働き方）によ

ってメタボリスクの要因となる生活習慣に違いがあることが示唆された。 

協会けんぽ京都支部では、「健康の現在値（いま）を見よう」をコンセプトにした広報プ

ロジェクトを実施しており、今回の結果を活用して、業態（働き方）ごとの健康の現在値（い

ま）を見ていただき、業態に応じた健康経営の取組を推進いただけるよう、経済団体や運輸・

建設の業界団体等と連携した情報共有、運輸業及び建設業の事業所との座談会、プレスリリ

ース等により広く情報発信を行った。 

今後も業態や働き方の違いによる健康課題の分析を進め、さらなる健康経営の推進を目指

したい。 

協会けんぽの保有データでは、事業所の「業態」は分かるが、従業員の「職種」までは分

からないことは今回の分析の限界である。 

 

【備考】 

・第 97 回日本産業衛生学会で口演発表（2024 年 5 月 25 日） 

・広報プロジェクト特設ページ（ランディングページ） 

 

 

 

 

 

https://kyoto01.kyoukaikenpo.or.jp 

 

https://kyoto01.kyoukaikenpo.or.jp/
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・京都働き世代の健康データブック 

～こころとからだのサステナビリティ～ 

 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/kyoto/cat070/datebook/ 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/kyoto/cat070/datebook/
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「レセプトを活用した職域がん検診の精密検査受診勧奨」 

大阪支部 保健グループ 主任 木下 智香子 

摂南大学 農学部 食品栄養学科 公衆衛生学教室 教授 小川 俊夫 

概要 

【目的】 

本研究は、レセプトを用いることで、保険者において「大腸がん検診の効果的かつ実用可

能な精密検査未受診者への受診勧奨手法」を確立し、その効果を考察することを目的として

実施した。 

 

【方法】 

大阪支部において、2021 年 10 月から 2022 年 1 月の 4 カ月間に実施した生活習慣病予防

健診の便潜血反応検査（以下、大腸がん検診）で、要精密検査と判定された者を分析対象群

として抽出した。先行研究で確立した「レセプトを用いたがん精密検査受診者の推定手法」

を用いて、分析対象群のうち「検診受診月から 3 カ月以内の大腸内視鏡検査の未受診者」を

介入対象者とした。 

介入対象者に対して、検診受診からおよそ 8 カ月後に精密検査の受診勧奨文書を郵送し、

文書郵送後に改めてレセプトを用いて精密検査受診の有無を把握し、介入前後の精密検査受

診率を比較した。さらに、2021 年 6 月から 9 月の検診受診者から同様の条件で対照群を指

定し、同じ分析期間で介入なしの精密検査受診率を比較することで、介入の効果を考察した。 

 

【結果】 

大阪支部が提供した大腸がん検診において、2021 年 10 月から 2022 年 1 月の 4 カ月間に

要精密検査の判定を受けた 12,434 人のうち、検診受診から 3 カ月以内に大腸内視鏡検査の

未受診者 9,905 人を介入対象者とした。介入対象者に対して受診勧奨文書を郵送したところ、

精密検査受診率は介入前後で 35.4%から 40.3%へと上昇した。同様に、2021 年 6 月から 9

月の 4 カ月間に大腸がん検診で要精密検査の判定を受けた対照群における精密検査受診率

は、35.5%から 37.2%へと上昇した。 

 

【考察】 

 本研究により、レセプトを用いることで、大腸がん検診後の精密検査受診の把握および介

入が可能であることが示唆された。対照群に比べ介入群で精密検査受診率の介入後の上昇が

みられ、有意差が認められたことから、介入による効果があったと考えられる。 
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本文 

【目的】 

本研究は、レセプトを用いることで、保険者において「大腸がん検診の効果的かつ実用可

能な精密検査未受診者への受診勧奨手法」を確立し、その効果を考察することを目的として

実施した。 

 

【方法】 

1. レセプトを用いた介入群及び対象群の抽出 

大阪支部において、実施した生活習慣病予防健診の便潜血反応検査(以下、大腸がん検診)

で、要精密検査と判定された者を抽出した。 

介入群は、2021 年 10 月～2022 年 1 月の 4 カ月間に大腸がん検診を受診した者から抽出

した。 

対照群は、2021 年 6 月～2021 年 9 月の 4 カ月間に大腸がん検診を受診した者から抽出し

た。 

さらに、先行研究で確立した「レセプトを用いたがん精密検査受診者の推定手法1」を用い

て、大腸がん検診受診後の精密検査（大腸内視鏡検査）の受診有無を介入群および対照群で

推定し比較した。 

 

2. 受診勧奨文書の送付と効果分析 

大腸がん検診受診から 3カ月後までに精密検査の受診が確認できなかった者を介入群とし

て、大腸がん検診受診からおよそ 8 カ月後に精密検査の受診勧奨文書を送付した（レセプト

到着の時間差から、ほぼ最速のタイミング）。 

介入群、対照群とも、大腸がん検診受診から約 7 カ月目に 1 回目、約 11 カ月目に 2 回目

の精密検査受診の有無を把握した。 

1 回目、2 回目の精密検査受診率を推計し、カイ二乗検定（有意水準 5%）を用いて、介入

（精密検査の受診勧奨）と精密検査受診率上昇との関連について分析を実施した。 

 

 

 

 

3.精密検査の受診勧奨文書 

介入対象者への文書（図 1・図 2）により受診勧奨を実施。 

                                                   

1 レセプト病名に特定の診療行為や医薬品などの情報を組み合わせて推定する手法。 

Ogawa T et al. Novel Algorithm for the Estimation of Cancer Incidence Using Claims 

Data in Japan : A Feasibility Study. JCO Global Oncology.2023  doi : 

10.1200/GO.22.00222. 
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（図 1：送付文書） 

 

（図 2：同封リーフレット） 
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【結果】 

1. 精密検査受診率 

介入前（検診 7 カ月後）の時点では両群の精密検査受診率に差はみられなかったが、介入

後（検診 11 カ月後）の時点では介入群の方が高かった。（表 1） 

 

（表 1：介入群と対照群の精密検査受診状況） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 精密検査受診率の結果のカイ二乗検定 

介入前（検診 7 カ月後）の時点では両群の精密検査受診率に有意な差はみられなかったが、

介入後（検診 11 カ月後）の時点では介入群の方が高く、有意差がみられた。（図 3） 

 

（図 3：介入前と介入後の精密検査受診率のカイ二乗検定結果）   
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3. 介入群への受診勧奨文書送付後の問い合わせ 

介入群への精密検査の受診勧奨文書送付後の問い合わせについて、受診勧奨文書送付後 5

カ月目の結果をとりまとめた。 

問合せ総件数は、92 件であった。問い合わせ内容の内訳は、以下の通りである。 

・受診済みの報告          82 件 

・受診すべき診療科の問い合わせ  8 件 

・送付拒否               2 件 

 

【考察】 

協会けんぽにおいて、レセプトを用いることで、大腸がん検診後の精密検査受診の把握お

よび介入が可能であることが示唆された。 

対照群に比べ介入群で精密検査受診率の介入後の上昇がみられ、有意差が認められたこと

から、介入による効果があったと考えられる。介入群は 35.4%→40.3%（4.9 ポイントアッ

プ）、対照群は 35.5%→37.2%（1.7 ポイントアップ）となり、上昇幅は介入群の方が 3.2 ポ

イント高く、カイ二乗検定でも有意差が出たことにより、介入効果が示唆された。しかしな

がら、自治体の精密検査受診率の許容値（70%）には届いていない。本研究では、介入方法

として受診勧奨文書を用いたが、自治体においては電話連絡等、より積極的な介入が実施さ

れている。 

事業実施体制の整備の観点においては、受診勧奨文書（約 1 万件）送付後の問い合わせ件

数は 92 件しかなく、事業としての実施が可能であることが明らかになった。一方で、問い

合わせ件数は少ないものの、専門的な問い合わせに対応するための体制整備は必要であると

考えられる。 

本研究では、介入群の抽出を大腸がん検診受診から 3 カ月目に行ったが、その時期につい

ては、さらなる検討が必要である。また、大腸がん検診受診からおよそ 8 カ月後に介入を行

ったが、対象者により介入時期がやや異なっている点についても今後検討が必要である。 

2023 年度においても大腸がん検診受診者に対して同様の介入を実施し、現在解析中であ

るが、2022 年度と同様に介入群で精密検査受診率の向上がみられることが示唆された。具

体的には、検診 1 カ月分の分析結果として、介入前の精密検査受診率が 40.6%、介入後 45.6%

と推計された。 

これまでの結果を踏まえ、他のがん検診についても、精密検査の受診勧奨実施に向けて準

備を進めている。 

 

【備考】 

第 97 回 日本産業衛生学会にて発表 
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「糖尿病非該当から予備群及び治療域への 10年間の追跡」 

岡山支部 保健グループ 主任 津森 早希                              

概要 

【目的】 

協会けんぽ岡山支部（以下「岡山支部」）の加入者は、全国平均と比べて代謝（血糖）リ

スク保有者が多い傾向にあるため、岡山支部加入者の健診結果及びレセプトデータの解析に

より今後の糖尿病予防に資する情報（悪化し易い者の特徴）を明らかにすることを目的とし

て実施した。 

 

【方法】 

2013 年度末時点で岡山県在住の岡山支部被保険者（35～64 歳）かつ 2013、2017、2022

年度の 3 時点の健診結果あり（欠損値なし）かつ 2013 年度に代謝リスク非該当であった者

を分析対象者とした。 

統計解析は、二項ロジスティック回帰分析（有意水準 5%、SPSSver.29 使用）を用い、目

的変数は、2022 年度の代謝リスクで区分（①非該当、②予備群、③治療域）し、①vs②、

①vs③の 2 パターンで比較した。説明変数は、性別、年齢階級、事業所規模、健康宣言の有

無、居住地（保健所圏域）、健診結果（腹囲/血圧/脂質）・生活習慣（運動/食事/飲酒/喫煙/睡

眠）リスク有無の変化パターン（2013→2017→2022）、既往歴（がん/精神疾患）とした。 

 

【結果】 

 2013 年度に代謝リスク非該当であった者 28,961 人の 2022 年度の代謝リスクは、①非該

当 85.0%、②予備群 10.9%、③治療域 4.1％であった。非該当から予備群・治療域に悪化し

た者のいずれかに有意な差が見られた説明変数は、性別、年齢階級、事業所規模、居住地、

腹囲/血圧/脂質リスク、食事/飲酒/喫煙/睡眠習慣、がん既往歴であった。一方、運動習慣、

精神疾患の既往歴、健康宣言の有無では有意な差は見られなかった。 

 

【考察】 

 糖尿病の発症に影響する可能性のあるリスク因子が明らかになった。特に、非該当から治

療域へ大きく悪化した者において腹囲と脂質リスクのオッズ比が大きかったことから、これ

らのリスクを併せ持つ者は、治療域への進行が早い可能性があり、代謝リスクが発生する前

のアプローチとして腹囲リスク・脂質リスクの保有者への早期介入を行うことの重要性が示

唆された。 
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本文 

【目的】 

 岡山県における健康課題として「平均寿命と健康寿命の差が大きい」（男性 9.62 歳・全国

42 位、女性 12.25 歳・全国 29 位）ことがあり、協会けんぽ岡山支部（以下「岡山支部」）

加入の被保険者の健診結果からは 35～74 歳のすべての年代で全国平均より「代謝（血糖）

リスク保有者の割合が高い」ことが明らかになっている。 

 それらの健康課題を踏まえ、働き盛り世代の健康サポートを担う協会けんぽによる早期か

らの介入の必要性が高いことに鑑み、本研究では、岡山支部加入者の健診結果及びレセプト

データを解析し、今後の糖尿病発症予防に資する情報（悪化し易い者の特徴）を明らかにす

ることを目的として実施した。 

 

【方法】 

 2013 年度末時点で岡山県在住の岡山支部被保険者のうち、年齢が 35 歳から 64 歳で、2013

年度・2017 年度・2022 年度のすべてに健診結果がある者 43,234 人を抽出し、そのうちデ

ータに欠損値があった者 10,335 人を除外した 32,899 人について、代謝リスク非該当・予備

群・服薬中や透析者等を含めた治療域、の 3 区分に分類した。 

本研究では、2013 年度の健診結果で代謝リスク非該当であった者 28,961 人を分析対象と

し、10 年間の変化を見ることとした。 

統計解析は、二項ロジスティック回帰分析（有意水準 5%、SPSSver.29 使用）を用い、目

的変数は、2022 年度の健診結果における代謝リスクの上記 3 区分（①非該当、②予備群、

③治療域）の該当状況で分類し、①vs②、①vs③の 2 パターンで比較した（図 1）。 

説明変数として、性別、年齢階級（30・40・50・60 代）、事業所の規模（2 人以下、3～4

人、5～9 人、10～29 人、30～99 人、100～999 人、1,000 人以上）、事業所の健康宣言の有

無、居住地（保健所圏域：岡山市、倉敷市、備前、備中、備北、真庭、美作）、健診結果（腹

囲/血圧/脂質）・生活習慣（運動/食事/飲酒/喫煙/睡眠）リスク有無の変化パターン（2013→

2017→2022）、既往歴（がん/精神疾患）を同時に投入した。 

健診結果（腹囲/血圧/脂質）・生活習慣（運動/食事/飲酒/喫煙/睡眠）リスク有無の変化パタ

ーンについては、要改善項目の変化を、2013・2017・2022 年度の該当状況で「ずっと良い

（基準）」「改善」「悪化」「ずっと悪い」の 4 パターンに分類した（図 2）。既往歴（がん/精

神疾患）については、「既往有」となった時点を発症と捉え、それ以降の年度を既往有と分

類した（図 3）。 
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【結果】 

 2013 年度に非該当であった者 28,961 人のうち、2022 年度に予備群となった者は 3,147

人（10.9%）、10 年後に治療域となった者は 1,182 人（4.1%）であり、あわせて 4,329 人（15%）

が 10 年間に悪化していることがわかった。 

 

１.「属性」関係（性別、年齢階級、事業所規模、健康宣言有無、居住地） 

 

 ①vs②（代謝リスク非該当→予備群）、①vs③（代謝リスク非該当→治療域）の両方で有

意な差が見られた「属性」関係の説明変数は「年齢階級」であり、年代が上がるにつれオッ

ズ比が大きくなっていた。 

そのほか、①vs②と①vs③いずれかの比較で有意な差が見られた説明変数は「性別」「事

業所の規模」「居住地」であり、いずれにも有意な差が見られなかったのは、「事業所の健康

宣言の有無」であった（図 4）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図 1）代謝リスクの変化の区分 

 

（図 2）各リスクの変化の区分 

 

（図 3）各既往歴の変化の区分 

 

①2013 非該当-2022 非該当 vs ①2013 非該当-2022 非該当 vs 
（図 4） 
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２.「健診結果」関係（腹囲/血圧/脂質リスク有無の変化パターン） 

 

 ①vs②（代謝リスク非該当→予備群）、①vs③（代謝リスク非該当→治療域）の両方で、「腹

囲リスク」「血圧リスク」「脂質リスク」いずれの説明変数も、「ずっと良い（リスクなし）」

を基準とすると、「改善」「悪化」「ずっと悪い」のいずれも代謝リスクの悪化が有意であっ

た。 

血圧や脂質リスクについては、10 年間のうちに「悪化」した者や「ずっと悪い」状態が続

いている者は、「改善」した者より代謝リスク悪化のオッズ比が大きくなっていた。 

腹囲リスクについては、①vs②（代謝リスク非該当→予備群）の比較においては血圧や脂

質リスクと同様の傾向であったが、①vs③（代謝リスク非該当→治療域）の比較においては

「改善」した者のオッズ比が「悪化」した者と同程度であった。（図 5）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３.「生活習慣」関係（運動/食事/飲酒/喫煙/睡眠リスク有無の変化パターン） 

 

 ①vs②（代謝リスク非該当→予備群）、①vs③（代謝リスク非該当→治療域）の両方で有

意な差が見られた「生活習慣」関係の説明変数は、「食事」「飲酒」「喫煙」「睡眠」であり、

年代が上がるにつれオッズ比が大きくなっていた。 

いずれにも有意な差が見られなかったのは、「運動習慣」という結果であった。（図 6） 

 

 

 

 

 

 

 

①2013 非該当-2022 非該当 vs ①2013 非該当-2022 非該当 vs 
（図 5） 
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４.「既往歴」関係（がん/精神疾患） 

 

 ①vs②（代謝リスク非該当→予備群）の比較において有意な差が見られた「既往歴」関係

の説明変数はなく、①vs③（代謝リスク非該当→治療域）の比較において「がん（悪性新生

物）既往歴」に有意差が見られた。（図 7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【考察】 

 ロジスティック回帰分析の結果について考察する。 

「健診結果」関係では、①vs③（代謝リスク非該当→治療域）の比較において、腹囲リス

クが「ずっと悪い」者、すなわち 10 年間以上腹囲リスクを保有している者については、オ

ッズ比が特に高く、腹囲リスクが糖尿病発症の最大の危険因子となる可能性が示唆された。 

「生活習慣」関係では、①vs②（代謝リスク非該当→予備群）、①vs③（代謝リスク非該

当→治療域）の両方で有意な差が見られ、オッズ比が最も高かったのは「喫煙習慣の改善群」

 

（図 6） 
①2013 非該当-2022 非該当 vs ①2013 非該当-2022 非該当 vs 

（図 7） 
①2013 非該当-2022 非該当 vs ①2013 非該当-2022 非該当 vs 
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であり、禁煙をすることにより、糖尿病発症リスクを高める可能性があることが示唆された。

喫煙者に対しては、禁煙後の糖尿病リスクも考慮した禁煙支援が必要と考えられる。 

「既往歴」関係では、①vs③（代謝リスク非該当→治療域）の比較において「がん既往歴」

あり者のオッズ比が有意に大きかったが、これにはがん治療に併せて血糖管理を行った結果

として糖尿病の服薬開始となった者の影響も含まれていると考えられる。 

 

本研究による 10 年間の追跡により、糖尿病発症に特に影響が大きいと考えられる 5 つの

リスク因子（腹囲、血圧、脂質、喫煙、睡眠）への対策を行うことが重要であると考える。 

腹囲・血圧・脂質リスクについて、長年にわたり腹囲リスクを保有している者のオッズ比

が最も高く、次いで脂質リスク、血圧リスクの順に高くなっていたことから、これらのリス

クに対する早期介入・早期改善を行うことで糖尿病発症につながるものと考える。 

喫煙習慣について、2013 年度には喫煙者であったものの、その後 10 年間のうちに禁煙し

た者については、予備群や治療域へ悪化するオッズ比が有意に高く、禁煙支援時の糖尿病対

策のアプローチが重要であり、国立がん研究センターによるコホート研究でも同様の結果が

出ている。 

睡眠習慣については、長年にわたり睡眠習慣に問題を抱えている者のオッズ比が有意に高

く、睡眠習慣の改善が糖尿病発症予防に効果的である可能性が示唆された。 

 以上のことから、腹囲や脂質・血圧のリスク保有者に対する早期介入・早期改善を目指し、

禁煙サポート時の糖尿病対策の実施、代謝リスクが発生する前のアプローチ等、我々、協会

けんぽの使命である「早期介入による健康寿命の延伸」を目指し行動することにより、協会

けんぽの健康課題、ひいては岡山県の健康課題の解決に向けた 1 歩となると考える。 

 最後に、代謝リスク保有者の減少を目指した本研究のさらなる発展・今後の展開として、

糖尿病予備群であった者の 10 年間の追跡を行い、改善群と悪化群に分けた分析を行うこと

で、健康課題のさらなる解決を目指していきたい。 

 

 

【備考】 

第 10 回 協会けんぽ調査研究フォーラムにて口演発表。 
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「測定方法による血圧値の影響と発症リスクに関する考察」 

 

愛媛支部 企画総務部 保健グループ 保健専門職 岩永 直美                              

概要 

【目的】 

血圧は測定する時間や環境・手順の影響を受けやすく、「健診の時だけ高い」と訴える保

健指導対象者にとっては、生活改善に向けた動機付けの妨げとなっている。そこで、血圧上

昇因子である腹囲リスクの有無や血圧測定方法（以下「測定方法」という）による血圧値へ

の影響、10 年後の高血圧服薬開始・脳卒中発症者の割合（以下「発症リスク」という）への

影響を比較し、保健指導の効果的なアプローチ方法を検討する。 

 

【方法】 

施設内健診機関で 2012 年度と 2021 年度に受診した 9,967 人の 2021 年度の健診結果を、

腹囲リスクの有無で、3 つの測定方法（手動・巻き付け・アームイン）別に分類。2021 年度

時点でのⅠ度高血圧以上（収縮期血圧 140mmHg 又は拡張期血圧 90mmHg 以上。以下「Ⅰ

度」という）者、高血圧服薬治療開始者、脳卒中発症者の割合を腹囲リスクの有無別に 3 つ

の測定方法の間でχ2検定（有意水準 5％）を用いて比較した。 

 

【結果】 

Ⅰ度該当者の割合は、腹囲リスクの有無に関わらず、測定方法がアームインの場合は有意

に高かった。 

10 年後の高血圧服薬治療開始者と脳卒中発症者の割合は、腹囲リスクの有無に関わらず、

3 つの測定方法の間に有意な差はなかった。 

 

【考察】 

腹囲リスクの有無に関わらず測定方法によりⅠ度該当者の割合に差があり、Ⅰ度該当者の

割合はアームインで高かった。しかし、10 年後の発症リスクは測定方法で差はなかったこと

から、アームインは高目に測定されている可能性が示唆された。手動が低目となる要因は、

他の検査後再測定する等再測定する頻度が多く安静時に近い状態で測定できていること、ア

ームインが高目となる要因は、上腕を挿入する角度等測定姿勢が適切ではない可能性が考え

られた。10 年後の発症リスクに差がなかったことは、少し高目に判定されたことが生活改善

の動機付けとなっている可能性が考えられたため、高目に出たことをチャンスと捉えられる

ような保健指導の実践が必要であると感じた。 
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本文 

【目的】 

愛媛県は 2021 年度の都道府県別心疾患粗死亡率でワースト 1 位を記録し、県全体で高血

圧を中心とした循環器病対策に取り組んでいる。対策の１つとして保健指導があげられる

が、血圧は測定する時間や環境・手順の影響を受けやすく、「健診の時だけ高い」と訴える

保健指導対象者にとっては、生活改善に向けた動機付けの妨げとなっている。そこで、血圧

上昇因子である腹囲リスクの有無や血圧測定方法による血圧値への影響、10 年後の発症リス

クへの影響を比較し、保健指導の効果的なアプローチ方法を検討する。 

 

【方法】 

１．調査対象 

 協会けんぽ愛媛支部が契約している健診機関の内、血圧測定方法が確認できた 23 健診機

関において、2012 年度と 2021 年度に施設内で受診した（＝検診車で受診した者を除いた）

9,967 人の健診結果。 

 

２．血圧測定方法の分類 

（１）手動 

   看護師などがカフを上腕部に巻き付け手動で圧力をかけ計測を行う 

（２）巻き付け 

   看護師などがカフを上腕部に巻き付け自動で圧力をかけ計測を行う 

（３）アームイン 

   設置式の血圧計で受診者が腕を通し自動で圧力をかけ計測を行う 

 

３．分析方法 

上記の健診機関で受診した 2021 年度の健診結果を、腹囲リスクの有無で、血圧測定方法

（手動・巻き付け・アームイン）別に分類。①Ⅰ度高血圧以上（収縮期血圧 140mmHg 又は

拡張期血圧 90mmHg 以上）該当者の割合と、2012 年度の時点では未服薬だった者の②高血

圧服薬開始者の割合、③脳卒中発症者の割合を、腹囲リスクの有無別に３つの測定方法の間

でχ2検定（有意水準 5％）を用いて比較した。 

 血圧値は、腹囲リスク・性別・年齢など様々な因子が影響するため、その一つ腹囲リスク

の有無別に比較することで、血圧測定方法による測定値の差について検討する。調査対象者

における、血圧測定方法別の血圧影響因子の該当割合は（表 1）を参照。 
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【結果】 

① Ⅰ度高血圧以上該当者の割合（表 2） 

血圧測定方法が手動かアームインの場合は、腹囲リスクが有ると、Ⅰ度高血圧以上者の割

合が有意に高い。測定方法による差は、腹囲リスクの有無に関わらず、アームインが有意に

高かった。 

 

 

 

② 高血圧服薬開始者の割合（表 3） 

血圧測定方法に関わらず、腹囲リスクが有ると、高血圧服薬治療開始者の割合が有意に高

い。測定方法による差は、腹囲リスクの有無に関わらず、有意ではなかった。 

 

 

 

 

 

 

の該当割合（2021 年度） 

の割合（2021 年度） 

の割合（2021 年度） 

（44/496） （54/607） （308/2,029） 

（49/1,344） （115/1,435） （347/4,056） 

（110/417） （115/501） （471/1,700） 

（133/1,280） （144/1,371） （437/3,844） 

*** n.s. *** 

*** *** *** 

*** 

n.s. 

***：p<0.001 , **：p<0.01 , *：p<0.05 , n.s.：p≧0.05 

***：p<0.001 , **：p<0.01 , *：p<0.05 , n.s.：p≧0.05 
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③ 脳卒中発症者の割合（表 4） 

血圧測定方法がアームインの場合は、腹囲リスクが有ると、脳卒中発症者の割合が有意に

高い。測定方法による差は、腹囲リスクの有無に関わらず、有意ではなかった。 

 

 

 

【考察】 

腹囲リスクの有無に関わらず、血圧測定方法によりⅠ度高血圧以上該当者の割合に差があ

り、Ⅰ度高血圧以上該当者の割合は、手動で低く、アームインで高かった。しかし、10 年後

の発症リスクは、測定方法で差はなかったことから、アームインは高目に測定されている可

能性が示唆された。手動が低目となる要因は、他の検査後再測定する等再測定する頻度が多

く安静時に近い状態で測定できていること、アームインが高目となる要因は、上腕を挿入す

る角度等測定姿勢が適切ではない可能性が考えられた。 

10 年後の発症リスクに差がなかったことは、少し高目に判定されたことが生活改善の動機

付けとなっている可能性が考えられた。高目に出たことを、チャンスと捉えられるような保

健指導の実践が必要であると感じた。 

高血圧は脳卒中や心不全のはじまりであり、脳卒中や心不全の進行は後戻りできないこと

から、愛媛県民の健康を守るため、高血圧の治療が必要な方が治療を受けることができ、高

血圧の悪化予防ができるような保健指導を目指したい。 

 

【備考】 

第 93 回日本衛生学会学術総会でポスター発表 

第 10 回調査研究フォーラムでポスター発表 

 

 

 

の割合（2021 年度）  

n.s. n.s. 

「---」：該当者 10 人未満のため非表示 

--- --- 

--- --- 
* 

（22/2,029） 

（24/4,056） 

（---/607） 

（---/1,435） 

（---/496） 

（---/1,344） 

n.s. 

***：p<0.001 , **：p<0.01 , *：p<0.05 , n.s.：p≧0.05 
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「機械学習によるメタボリックシンドローム重症化の分析」 

国際医療福祉大学 医療福祉学部 医療福祉・マネジメント学科 講師 坂本幸平 

栃木支部 企画総務グループ グループ長補佐 坂本優一 

概要 

【目的】 

新型コロナウイルス感染症の流行により生活様式に変化が生じたことで、外出や運動機会

等が減少したことを想定し、健診・レセプトデータよりメタボリックシンドローム（以下：

MetS）該当者数の推移や生活習慣病の重症化状況等を分析し、今後の支部事業の検討に活用

する。 

【方法】 

2019～2021 年分の栃木支部被保険者の健診・レセプトデータを使用。レセプトデータより

主な生活習慣病の新規患者を抽出（2019年以降治療開始のもの）し、健診データ等に名寄せ

して人数・割合を年度別に集計。 

次に、MetS重症化指標として、①重症リスク群（質問票より心筋梗塞、脳卒中、慢性腎臓

病いずれかの既往歴あり）、②中等度リスク群（①以外の MetS該当者）、③軽度リスク群（①

以外の MetS予備群）、④リスクなし群（①～③以外）に区分し機械学習による分析を実施。

各群の保健指導実施割合も算出する。 

【結果】 

MetS該当者数（割合）は、2019年度：24,498 人（16.30％）、2020年度：26,544 人（17.23％）、

2021 年度：29,119人（17.27％）と増加傾向にあった。MetS該当者の生活習慣病新規患者数

は、2019 年と 2021 年を比較すると糖尿病、高血圧症、脂質異常症の新規患者割合が増加し

ていた。高血圧症においては、2年連続増加していた。 

機械学習による MetS 重症化要因分析では、腹囲リスクの有無、中性脂肪、空腹時血糖、

特定保健指導の実施の有無等が重症化を左右する上位の要因に該当した。②中等度リスク群

の特定保健指導実施は約 12％に留まっていた。 

【考察】 

MetS該当者数が 2年連続で上昇傾向なのは、潜在的な該当者の健診受診が一因と考えられ

る。また、生活習慣病の新規患者数は 2019 年度からの 3 年間では上昇傾向であり、コロナ

禍における生活習慣の変化等も影響していると考えられる。 

MetS重症化を左右する要因の一つに、特定保健指導の実施の有無が該当したが、その影響

の判断には、群間比較での数値的検証が必要であり、今後の課題である。 
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本文 

【目的】 

新型コロナウイルス感染症の流行により生活様式に変化が生じたことで、外出や運動機会

等が減少したことを想定し、健診・レセプトデータよりメタボリックシンドローム（以下：

MetS）該当者数や生活習慣病新規患者数の推移や生活習慣病の重症化状況等を分析し、今後

の支部事業の検討に活用することを目的とした。 

 

【方法】 

2019 年〜2021 年分の栃木支部被保険者の生活習慣病予防健診データ 431,081 件、質問票

データ 477,212 件、事業者健診データ 41,908 件を使用し、メタボリックシンドローム該当

率等を年度別に算出した。（表 1、表 2） 

また、健診等データとレセプトデータを名寄せして、1,946,466件の傷病名コードと結合

したデータセットを作成し分析した。（表 3） 

 

主な生活習慣病として、レセプトデータより傷病名：ICD10コード（2 型糖尿病：E11、高

血圧症：I10、脂質異常症：E78.5、心筋梗塞：I21、脳梗塞：I63、悪性新生物：C00～C97）

を抽出し、診療開始日が 2019 年以降である者を新規患者と見なして人数を年度別に集計し

た。 

なお、3か年分の新規受診者のみを集計するため、診療開始日が該当する年度のみで集計

した（同一の生活習慣病は翌年以降カウントしていない。1人が複数傷病に該当する場合が

ある。）。 

また、2018 年以前の傷病名データは健診と傷病発生の年度を合わせ 3 年度（2019〜2021

年）でのコホート研究の形にするため除外した。本研究では、生活習慣病発症に関してデー

タ取得した 3年間での発症群をメインに扱った。 

 

MetS該当者の生活習慣病既往歴を確認するために、質問票の既往歴項目データを集計し、

重症化指標として、次の 4分類に区分して要因分析した。①重症リスク群（質問票より心筋

梗塞、脳卒中、慢性腎臓病いずれかの既往歴あり）、②中等度リスク群（①以外の MetS該当

者）、③軽度リスク群（①以外の MetS予備群）、④リスクなし群（①～③以外）。（表 4） 

4 分類の重症化要因の検討には「Random Forest 法（機械学習）」で目的変数（4 分類）に

対する特徴量重要度（4 分類に対する影響力を項目ごとに確認）を算出し、重症化指標 4 分

類の予測値算出には、特徴量重要度の得られた表 4-2の 16項目を変数とした多層ニューラル

ネットワーク（深層学習）を使用した。 

重症化指標別に特定保健指導の実施有無により 2群比較を行った。（表 4-3） 

 

倫理的配慮：国際医療福祉大学倫理審査委員会の承認後に研究を開始した。 
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【結果】 

MetS該当者数（割合）は、2019年度：24,498 人（16.30％）、2020年度：26,544 人（17.23％）、

2021 年度：29,119 人（17.27％）と増加傾向にあった。 

 

＜表 1：調査データ概要＞ 

年度 
生活習慣病 

予防健診(a) 
事業者健診(b) 計(a+b) 質問票 

2019 139,532 10,771 150,303 151,734 

2020 139,993 14,100 154,093 155,333 

2021 151,556 17,037 168,593 170,145 

計 431,081 41,908 472,989 477,212 

 

＜表 2：MetS該当者の推移＞ 

年度 
生活習慣病予防健

診(a) 
事業者健診(b) 計(a+b) MetS該当率 

2019 22,814 1,684 24,498 16.30% 

2020 24,392 2,152 26,544 17.23% 

2021 26,345 2,774 29,119 17.27% 

計 73,551 6,610 80,161 16.95% 

 

MetS該当者の生活習慣病新規患者は、2019年と 2021年を比較すると糖尿病、高血圧症、

脂質異常症の新規患者割合が増加していた。高血圧症においては、2年連続増加していた。 

 

＜表 3：MetS該当者の生活習慣病新規患者数（割合）＞ 

主な生活習慣病 2019 2020 2021 

糖尿病 5,526 (22.6%) 7,257 (27.3%) 7,057 (24.2%) 

高血圧症 2,774 (11.3%) 4,512 (17.0%) 5,434 (18.7%) 

脂質異常症 6,405 (26.1%) 7,773 (29.3%) 8,238 (28.3%) 

心筋梗塞 530 (2.2%) 633 (2.4%) 514 (1.8%) 

脳梗塞 531 (2.2%) 624 (2.4%) 503 (1.7%) 

悪性新生物 3,959 (16.2%) 4,612 (17.4%) 3,452 (11.9%) 

 

重症化を左右する要因として、特徴量重要度のスコア順（4分類に対する影響力を表す）

に「腹囲リスクの有無」「中性脂肪」「空腹時血糖値」「特定保健指導の実施有無」等が上位

に該当した。 
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＜表 4-1 重症化指標別件数＞ 

重症化指標 ４分類 件数 

①重症リスク群 

（心筋梗塞、脳卒中、慢性腎臓病いずれかの既往歴あり） 
23,467 

②中等度リスク群（①以外の MetS該当者） 56,694 

③軽度リスク群（①以外の MetS予備群） 47,379 

④リスクなし群（①～③以外） 345,449 

合計 472,989 

 

＜表 4-2機械学習を活用した MetS重症化要因分析＞ 

変数名 特徴量重要度i 

腹囲リスク 44.3 

中性脂肪 31.2 

空腹時血糖値 25.5 

特定保健指導の実施 22.0 

腹囲 16.8 

血圧リスク 12.2 

収縮期血圧_初回 7.6 

拡張期血圧_初回 6.6 

HDL 4.4 

体重 4.2 

HbA1c 2.3 

ガンマ GTP 2.2 

性別 2.2 

BMI 1.8 

総コレステロール 1.1 

GPT 0.9 

多層ニュートラルネットワークによる判定予測結果 AUC=0.983 

 

 

重症化指標別の特定保健指導実施率は、軽度リスク群は 21％、中等度リスク群は約 12％

に留まっていた。 
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＜表 4-3 重症化指標別 特定保健指導の有無における検討＞ 

重症化指標 ４分類 特定保健指導なし 特定保健指導あり 総計 

①重症リスク群 

（心筋梗塞、脳卒中、慢性腎

臓病いずれかの既往歴あり） 

22,969 (97.9%) 498 (2.1%) 23,467 

②中等度リスク群 

（①以外の MetS該当者） 
49,971 (88.1%) 6,723 (11.9%) 56,694 

③軽度リスク群 

（①以外の MetS予備群） 
37,446 (79.0%) 9,933 (21.0%) 47,379 

④リスクなし群 

（①～③以外） 
340,451 (98.6%) 4,998 (1.4%) 345,449 

合計 450,837 (95.3%) 22,152 (4.7%) 472,989 

 

 

【考察】 

MetS 該当者数が 2 年連続で上昇傾向なのは、潜在的な該当者の健診受診が一因と考えら

れる。 

生活習慣病の新規患者数は 2019 年度からの 3 年間では上昇傾向であり、高血圧症は 2 年

連続増加した。また、2019 年と 2021年を比較すると、糖尿病、脂質異常症の新規患者割合

が増加していた。これはコロナ禍における生活習慣の変化等も影響していると考えられる。 

MetS 重症化を左右する要因の一つに、特定保健指導の実施の有無が該当したが、その影

響の判断には、群間比較での数値的検証が必要であり、今後の課題である。 

 

 

【備考】 

第 25回日本医療マネジメント学会学術総会で発表 

 
                                                   
i 目的変数に対する影響を示し、好影響なのか悪影響なのかの判断は、群間比較での数値的検証を必要と

する。 
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「中小企業勤労者の特定保健指導対象者における特定保健指導の効果と 

プレゼンティーイズムと生活習慣との関連について」 

慶應義塾大学 スポーツ医学研究センター 朴沢 広子 

慶應義塾大学大学院 健康マネジメント研究科 教授 小熊 祐子 

神奈川支部 企画総務グループ 主任 長瀬 健児（現・群馬支部 企画総務グループ主任） 

概要 

【目的】 

 近年、労働者の健康問題による仕事の欠勤・病欠（アブセンティーイズム）に対し、欠勤

には至っておらず勤怠管理上は表に出てこないが、不調を抱えながら出勤し続け、生産性が

低下している状態（プレゼンティーイズム）が、大きな経済的損失をもたらすことが注目さ

れている。数々の研究で、生活習慣とプレゼンティーイズムが関連付けられているが、中小

企業の勤労者を対象とした研究が不足している。 

そこで、中小企業勤労者の特定保健指導対象者における特定保健指導の効果と、プレゼン

ティーイズムと生活習慣との関連を明らかにすることにより、効果的な保健指導や事業所へ

の健康支援に係るアプローチ手法を見出す。 

 

【方法】 

 神奈川支部の保健指導対象者のうち 2015 年 6 月～2016 年 3 月に指導を受けた者に、開始

時、終了時、終了 6 ヶ月後の計 3 回、質問紙調査を実施した。その回答者を対象に、次の分

析を実施した。 

１． 指導開始時の健診結果と 1 年後の健診結果の比較 

２． 指導開始時と指導終了 6 ヶ月後のプレゼンティーイズムの変化の比較 

３． 指導開始時、指導終了時、指導終了 6 ヶ月後のプレゼンティーイズムについて、ロジ

スティック回帰分析にて、性別や年齢の属性を調整した上で生活習慣との関連を検

討。 

 

【結果】 

１． 腹囲や体重、BMI が改善の傾向あり。 

２． 相対的プレゼンティーイズムが改善傾向あり。 

３． 指導開始時は、相対的プレゼンティーイズムと間食に関連性あり。 

指導終了時は、絶対的プレゼンティーイズムと間食に関連性あり。 

 

【考察】 

事業所にプレゼンティーイズムとの関連を提示することで、従業員の健康改善を促すきっ

かけづくりとなる可能性がある。特定保健指導の推進によって、今後労働者の生産性の向上

を示すことも十分に考えられ、また、健診受診率の向上も図れると考えられる。 
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本文 

【目的】 

 我が国では少子高齢化に伴い働き手が減少しており、生産年齢人口（15～64 歳）は 2021

年時点で 7,450 万人であるが、2032 年には 6,971 万人、2070 年には 4,535 万人に減少する

と見込まれている1。今後人材不足が加速する中、就労世代が心身ともに健康的に働き、より

効率良く、生産性を高めていくことは必須となる。企業が従業員の健康増進、健康維持を促

す環境づくりは近年重要視されている。 

 一方、我が国の就労世代の健康状態については、Body Mass Index BMI 25kg/m2である

肥満者の割合は男性 30.0%、女性 22.3%である。年代別では男性で、30 歳代 29.4%、40 歳

代 39.7%、50 歳代 39.2%、60 歳代 35.4%となっており、働き盛りの 40 歳代で肥満者の割

合は最も高いことがわかる。男性の運動習慣のある者（1 回 30 分以上の運動を週 2 回以上

実施し、1 年以上継続している者）の割合は 30 歳代 25.9%、40 歳代 18.5％、50 歳代 21.8%、

60 歳代 35.5%であり2、就労世代の身体不活動が多いことがわかる。 

 職域における健康づくりに大きく関わっているのが特定健康診査と特定保健指導である。

国内全体の特定健康診査受診率は 2022 年度では 58.1%であり年々上昇している。大企業が

所属する健康保険組合は 82.0%、公務員や私立学校の教職員が所属する共済組合は 81.4%で

あるのに対して、同じ業種の自営業者が所属する国民健康保険組合（国保組合）は 51.0%、

主に中小企業が所属する全国健康保険協会（協会けんぽ）は 57.1%であり、保険者間で受診

率に差が生じている。また、特定保健指導に関しては、国内全体の実施率は 26.5%、健康保

険組合は 34.0%、共済組合は 34.5%、国保組合は 13.5%、協会けんぽは 17.5%であり、未だ

低い状態である3。企業数では国内の 99.7%が中小企業であり、従業員数の 69.7%が中小企

業に勤務している中4、中小企業勤労者の特定健康診査受診率及び特定保健指導実施率の改善

は勤労者の健康づくりを促進する上で重要である。 

経営的な視点において、少子高齢化が進む中で人的資本の充実が重要であること、勤労者

のメンタルの問題が深刻化していること、生活習慣病罹患者の増加による医療費の増加が社

会的問題になっていることなどにより、健康経営の必要性が高まってきている。経済産業省

では、健康経営の可視化を図る一つの制度として、2014 年度から「健康経営銘柄」の選定

を行っている5。東京証券取引所の上場企業のうち、特に優れた健康経営を行う企業を選定す

る大企業中心の制度であり、2016 年には「健康経営優良法人認定制度」が創設された。さ

らに2021年からは、中小企業を対象に特に優れた取組みを行っている企業が「ブライト500」

として認定される制度が新設された。 

学術的にも勤労者の健康が生産性および企業の利益に繋がることが報告されている。労働

者の病気欠勤は「absenteeism（アブセンティーイズム）」といい、欠勤による生産性の低下

                                                   
1 内閣府（2022）「令和 5 年版高齢社会白書」 

2 厚生労働省 令和元年国民健康・栄養調査報告 

3 厚生労働省 2022 年度 特定健康診査・特定保健指導の実施状況 

4 中小企業庁 都道府県・大都市別企業数、常用雇用者数、従業員総数 

5 経済産業省 健康経営銘柄 
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および経済的損失は従来研究されてきた6。また、近年は不調を抱えながら出勤し続ける疾病

就業「presenteeism（プレゼンティーイズム）」が注目されている。Presenteeism は 1955

年の Auren による造語であり7、「Presenteeism describes the state of being present, is the 

opposite of absenteeism, and varies inversely with it」と定義され8、absenteeism と

presenteeism が企業の生産性に与える影響について研究が進んでいる。精神障害とプレゼ

ンティーイズム、骨格筋系の障害（背中や首の痛み等）とプレゼンティーイズムによる費用

損失については様々な研究により明らかになっており、国内においても研究が進められてい

る9。過去 10 年ほどで不眠症10、喫煙11、飲酒12との関連について明らかになっており、生活

習慣との関連も注目されている。国内の研究では、特定健康診査の結果や生活習慣とプレゼ

ンティーイズムとの関連を示した研究は不足している。さらに中小企業の勤労者を対象とし

た研究は未だ数少なく、国内において大半を占める中小企業の勤労者の特定健康診査受診率

の向上、特定保健指導実施率の向上、さらには健康増進を図る上では非常に重要となる。 

本研究では、中小企業勤労者の特定保健指導対象者における特定保健指導の 

効果とプレゼンティーイズムと生活習慣との関連について明らかにすることを目的とする。 

 

 

【方法】 

１．対象者 

対象者は 2015 年 6月～2016 年 3月に協会けんぽ神奈川支部の特定保健指導の初回面談を

受けた者約 5,000 名とした。対象者全員に指導開始前に質問紙調査を行い、回答を以て同意

を得たものとした。途中脱落した者等、回答をしなかった者、性別年齢が不明な者を除き、

回収された 1,289 名を分析の対象者とした。 

本研究は協会けんぽ神奈川支部との間の「特定健康診査及び特定保健指導等における調査

分析事業等に関する協定書」に基づき、慶應義塾大学健康マネジメント研究科の研究倫理審

査委員会の承認を得て実施した（承認番号：No.2018-5）。対象者には、特定健康診査の際に、

                                                   
6 ロバート・H．ローゼン．ヘルシー・カンパニー 人的資源の活用とストレス管理 産業能

率大学出版部.1994. 
7 Stewart WF, Ricci JA, Chee E, Hahn SR, Morganstein D. Cost of Lost 
8 Productive Work Time among US Workers with Depression. J Am Med Assoc. 2003; 

289(23):3135 44. Auren U. How to build Presenteeism. Pet Refin. 1955;34:348 59. 
9 Nagata T, et al. Total Health-Related Costs Due to Absenteeism, Presenteeism, and 

Medical and Pharmaceutical. J Occup Environ Med. 2018 May; 60(5): e273-e280. 
10 Daley M, Morin CM, LeBlanc M, Grégoire JP, Savard J. The economic burden of 

insomnia: direct and indirect costs for individuals with insomnia syndrome, insomnia 

symptoms, and good sleepers. Sleep. 2009;32(1):55-64 
11 Berman M, Crane R, Seiber E, Munur M. Estimating the cost of a smoking employee. 

Tob Contorl.2014;23(5):428-433 
12 Thorrisen MM, Bonsaksen T, Hashemi N, Kjeken I, van Mechelen W, Aas RW. 

Association between alcohol consumption and impaired work performance 

(presenteeism): a systematic review. BMJOpen.2019;9(7):e029184. 
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特定健康診査結果が統計分析に使用される可能性があることを明記した文書が渡されてお

り、包括的同意とみなしている。 

 

２．分析に使用した健康診査項目 

 2014 年～2016 年の年齢、性別、体重、腹囲、BMI、収縮期血圧、拡張期血圧、総コレス

テロール、中性脂肪、HDL、LDL、GOT、GPT、γGTP、空腹時血糖、尿酸、血清クレア

チニン、eGFR、腹囲・血圧・代謝・メタボリック予備群・メタボリックシンドロームの各

リスク該当有無を使用した。また、特定健康診査時の質問票から、貧血、喫煙、20 歳からの

体重変化、30 分以上の運動習慣、歩行または身体活動、歩行速度、1 年間の体重変化、早食

い、就寝前の食事、夜食、朝食欠食、飲酒頻度、飲酒量、睡眠についての項目を使用した。 

 

３．調査データ（質問紙調査の実施時期） 

 調査は特定保健指導の①初回面談時（開始時）、②面談開始から 6 ヶ月後（終了時）、③面

談開始から 1 年後（終了 6 ヶ月後）の 3 時点で行った。今回の研究においては面談開始時（①）

と 1 年後（③）の質問紙の回答を使用して分析を行った。6 ヶ月後（②）、1 年後（③）の質

問紙調査は郵送にて行い、返信を以て同意とみなした。 

 

４．調査項目 

 指導開始時（①）は、既往歴、居住形態、家族歴、食習慣（10 項目）、喫煙、睡眠、スト

レス、職種、仕事量（3 項目）、通勤形態、身体活動（3 項目）、プレゼンティーイズム（WHO-HPQ

日本語版を参考に 2 項目）、座位時間、（IPAQ-SV 日本語版を参考）、主観的健康観の合計 29

項目とした。指導開始 6 ヶ月後（②）および指導開始 1 年後（③）は主観的健康観、食生活

（8 項目）、喫煙、身体活動、座位時間、睡眠、ストレス、プレゼンティーイズム（2 項目）

の合計 15 項目とした。プレゼンティーイズムは WHO-HPQ 日本語版を参考に現場の保健師

と協議を重ねて答えやすい形に修正して使用した。 

A：「あなたと同じような仕事をしている方」の普段の仕事に点数をつけるとしたら何点で

すか？（0 点を最低限必要な仕事をすること、10 点を最も優れた仕事をすることとして、10

点満点にした場合） 

B：同様に、あなたの過去 4 週間（28 日間）の仕事に点数をつけるとしたら何点ですか？ 

上記の 2 項目とし、A に 10 をかけた数を絶対的プレゼンティーイズム（過去 4 週間の自

分の仕事のパフォーマンス）、A と B の比を相対的プレゼンティーイズム（同様の仕事をし

ている人のパフォーマンスに対する過去 4週間の自分のパフォーマンス評価の比）とした（＝

高い方が良い）。 

 

５．分析方法 

 質問紙調査と特定健康診査データは、協会けんぽ側で紐付けをし、研究番号をふり、個人

が特定されない状態でデータを大学が受け取り、分析を行った。 

 特定健康診査の 1 年後の変化、プレゼンティーイズムの変化の検討は「対応のある t 検定」
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を行った。さらに男性の相対的プレゼンティーイズムについて時間による交互作用を一般化

線形混合モデルで検討した。プレゼンティーイズムのカットオフ値を中央値に定め、高群、

低群と指導開始時の生活習慣の差をカイ二乗検定で検討した後、ロジスティック回帰分析に

て絶対的プレゼンティーイズム、相対的プレゼンティーイズムを従属変数、年齢、性別を調

整変数として、特定健康診査結果、生活習慣の項目を一つずつ投入した。 

 さらに、保健指導 1 年後の特定健康診査結果で改善がみられた群のプレゼンティーイズム

について検討するために、1 年後に体重 2kg 減少した者、腹囲 2cm 減少した者をそれぞれ改

善群としてプレゼンティーイズムとの関連を「対応のある t 検定」で分析した。 

 統計処理には IBM SPSS Statistics を使用し、有意水準はいずれも 5%とした。 
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【結果】 

１．指導開始時の対象者の概要および生活習慣 

 表 1 に指導開始時の属性を示す。対象者の年齢（平均±標準偏差）は、男性 50.1±8.1 歳、

女性 52.1±7.8 歳であった。男性が 83.5%を占めており、88.9%が腹囲のリスクを抱えてい

た。 

 

表 1 対象者の概要                       

             男性（n＝1,076）  女性（n＝213） 

年齢（年）         50.1±8.1     52.1±7.8     

年齢区分（※） 

 40-49          604（56.1）    96（45.1） 

 50-59          284（26.4）    75（35.2） 

 60-69          177（16.4）    40（18.8） 

 70-74           11（ 1.0）     2（0.9） 

身長（cm）        171.0±6.0    156.8±5.6 

体重（kg）          78.0±10.5       68.0±9.1 

BMI（kg/m2）        26.7±3.2    27.6±2.9 

腹囲（cm）         91.9±7.5-       91.4±7.5 

腹囲リスク（※a）      957（88.9）   111（52.1） 

血圧リスク（※b）      648（60.2）      120（56.3） 

代謝リスク（※c）      181（16.8）       29（13.6） 

脂質リスク（※d）      497（46.2）       59（27.7） 

メタボリック予備群（※e）  543（50.5）       79（37.1） 

メタボリックリスク（※f）  327（30.4）       15（7.0）    

※n（%） 

a：内臓脂肪面積が 100cm2以上。内臓脂肪面積の検査値がない場合は、 

腹囲が男性で 85cm 以上、女性で 90cm 以上。 

b：収縮期血圧 130mmHg 以上、または拡張期血圧 85mmHg 以上、 

または高血圧に対する薬剤治療あり。 

c：空腹時血糖 110mg/dl 以上、または糖尿病に対する薬剤治療あり。 

空腹時血糖の検査値がない場合は、HbA1c（NGSP 値）6.0%以上、 

または糖尿病に対する薬剤治療あり。 

d：中性脂肪 150mg/dl 以上、または HDL コレステロール 40mg/dl 未満、 

 または脂質異常症に対する薬剤治療あり。 

e：腹囲リスクかつ血圧、代謝、脂質リスクのうち 1 項目に該当。 

非該当にはメタボリックリスク該当が含まれている。 

f：腹囲リスクかつ血圧、代謝、脂質リスクのうち 2 項目に該当。 
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表 2 に対象者の各生活習慣を示した。 

 

表 2 対象者の生活習慣                         

    男性       女性     

               回答者数 ｎ（%） 回答者数 ｎ（%） 

喫煙者             1,076 423（39.3） 213 37（17.4） 

20 歳から 10kg 以上の体重増加   715 522（48.5） 132  96（72.7） 

1 年で±3kg の体重変動      714 296（41.5） 133  51（23.9） 

運動習慣（※a）         716 159（22.2） 133  21（9.9） 

1 日 1 時間以上の歩行（※b）   715 259（36.2） 132  45（34.1） 

座位時間（※）（時間/日）    1,034 7.1±4.8   210 8.1±1.6 

歩行速度が他者と比べて速い    715 333（30.9） 131  55（42.0） 

他者と比べて食べる速度が速い   714 296（41.5） 133  58（43.6） 

就寝前の食事（※c）       714 341（47.8） 133  50（37.6） 

夜食（※d）           716 118（16.5） 133  35（26.3） 

朝食欠食（※e）         701 228（32.5） 132  26（19.7） 

菓子の有無（※f）        1,034 375（36.3） 212 146（68.9） 

甘味飲料の有無（※f）      1,029 602（58.5） 204  97（47.5） 

乳製品の有無（※f）       1,053 771（73.2） 211 188（89.1） 

果物の有無（※f）        1,045 583（55.8） 204 165（78.6） 

飲酒の有無（※f）        1,068 752（70.4） 212 120（56.6） 

睡眠時間（※）（時間/日）     1,055 6.3±1.1   209 6.2±1.0 

睡眠で休養が十分にとれている    715 422（59.0） 133  75（56.4） 

ストレスの有無         1,052 796（75.7） 208 173（83.2） 

ストレス解消法の有無       837 527（63.0） 177 135（76.3） 

労働時間（※）（時間/日）    1,014 9.7±2.9   207 8.1±1.6 

主観的健康観（※g）       715 422（59.0）  133 75（56.4） 

a：1 回 30 分以上の軽く汗をかく運動を週 2 日以上、1 年以上実施。 

b：日常生活において歩行又は同等の身体活動を 1 日 1 時間以上実施。 

c：就寝前の 2 時間以内に夕食をとることが週に 3 回以上ある。 

d：夕食後に間食（3 食以外の夜食）をとることが週に 3 日以上ある。 

e：朝食を抜くことが週に 3 回以上ある。 

f：週に 1 日以上摂取している。 

g：「あなたは自分のことを健康だと思いますか。」（回答：健康である、まあ健康である、あまり健康でない、

健康でない）のうち、健康である、まあ健康であるは「健康」、あまり健康でない、健康でないは「健康でない」

と分類。 
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２．特定健康診査の 1 年後の変化                    

  

表 3-1 特定健康診査結果 1 年後の変化（男性）                  

             n    指導前     1 年後   P 値  

体重         1,004   78.0±10.4   77.5±10.7  <.001 

BMI         1,004   26.6±3.1    26.5±3.2   <.001 

腹囲         1,004   91.9±7.3    91.3±7.9   <.001 

収縮期血圧       974  132.9±16.8  131.1±17.0  <.001 

拡張期血圧       974   84.2±12.3   82.8±11.8  <.001 

総コレステロール   1,004  216.8±35.6  214.4±34.3   .002 

中性脂肪       1,004  165.5±126.7  154.3±107.9   .001 

HDL コレステロール  1,004   53.0±13.3   53.0±13.2   .935 

LDL コレステロール  1,004  137.3±33.3  134.8±32.0  <.001 

GOT         1,004   26.0±11.3   32.2±24.8  <.001 

γGTP        1,004  56.5±53.8   52.8±51.0   .002 

空腹時血糖値      933 102.0±21.8  101.6±21.8   .499 

尿酸値        1,004   6.4±1.3    6.3±1.3    .018 

クレアチニン     1,004   0.86±0.13  0.86±0.13   .296 

eGFR         1,004  77.1±12.8   76.5±13.1   .008  

 

表 3-2 特定健康診査結果 1 年後の変化（女性）                  

             n    指導前     1 年後   P 値  

体重         187    68.0±9.0    67.7±8.9   .154 

BMI         187    27.6±2.9    27.5±2.9   .892 

腹囲         187    91.3±7.6    91.4±7.6   .500 

収縮期血圧      183   131.7±18.8  130.3±17.2   .199 

拡張期血圧      183    80.1±12.8   79.8±11.1  .746 

総コレステロール   187   225.2±36.4  226.9±39.4   .377 

中性脂肪       187   124.6±68.0   113.3±55.6   .005 

HDL コレステロール  187    61.4±14.1   61.8±14.3  .575 

LDL コレステロール  187   143.3±33.9  143.8±35.9  .761 

GOT         187    21.5±6.9    25.4±24.1   .014 

γGTP        173   33.6±30.1   35.8±45.5   .377 

空腹時血糖値     176   98.4±12.2   99.9±14.1   .032 

尿酸値        187    5.1±1.1    5.2±1.1    .084 

クレアチニン     187    0.65±0.09  0.65±0.09   .539 

eGFR         187   76.3±13.1   75.6±13.0   .200  
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 表 3 に特定健康診査結果 1 年後の変化を示した。 

男性では、体重、BMI、腹囲、血圧、総コレステロール、中性脂肪、LDL コレステロー

ル、γGTP、尿酸値、eGFR が有意に低下し、GOT が有意に上昇した。女性では中性脂肪

が有意に改善し、空腹時血糖値、GOT が有意に上昇した。男女ともに 1 年後に特定健康診

査の結果は概ね有意に改善した。 

 

３．指導開始時から 1 年後のプレゼンティーイズムの変化 

 表 4 に絶対的プレゼンティーイズム、相対的プレゼンティーイズムの変化の結果を示す。

絶対的プレゼンティーイズムに関しては、男性は上昇傾向、女性は低下傾向にあったが有意

差はみられなかった。相対的プレゼンティーイズムに関しては、女性に変化はみられず、男

性は有意に上昇がみられた。 

 さらに、男性の相対的プレゼンティーイズムについて時間による交互作用を一般化線形混

合モデルで検討したところ、指導開始時と 1 年後で有意差はみられなかった。 

 

表 4-1 指導開始時から 1 年後の絶対的プレゼンティーイズムの変化 

           指導開始時  1 年後     P        

      n    mean±SD  mean±SD           

 男性  123    68.2±19.1   70.0±16.6   .291      

 女性   33   80.0±15.2   78.3±14.9   .480      

 

表 4-2 指導開始時から 1 年後の相対的プレゼンティーイズムの変化 

           指導開始時  1 年後     P        

      n    mean±SD  mean±SD           

 男性  122     1.0±0.2     1.1±0.5    .035      

 女性   33    1.0±0.2     1.0±0.2    .665      

 

４．プレゼンティーイズムの高群、低群の指導開始時の生活習慣の差 

 表 5 にプレゼンティーイズムの高群、低群の指導開始時の生活習慣の差を示す。絶対的プ

レゼンティーイズムでは、男性では運動習慣は絶対的プレゼンティーイズム低群の方が高群

に比べて多く、座位時間は長かった。女性では運動習慣、乳製品の有無、果物の有無、スト

レス解消法の有無は有意に絶対的プレゼンティーイズム高群の方が低群に比べて多く、飲酒

の有無は少なかった。相対的プレゼンティーイズムでは、男性では有意差はみられなかった。

女性では夜食、朝食欠食、菓子の有無、飲酒の有無は有意に相対的プレゼンティーイズム高

群の方が低群に比べて少なかった。 
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表 5-1 絶対的プレゼンティーイズム高群、低群の指導開始時の生活習慣の差                                                                   

         男性           

    低群       高群      

              回答者数 ｎ(%)  回答者数 ｎ(%) P   

喫煙者             422 167(39.6) 520 203(39.0) .867 

20 歳から 10kg 以上の体重増加  288 208(72.2) 342 248(72.5) .935 

1 年で±3kg の体重変動      288 120(41.7) 342 145(42.4) .853 

運動習慣            288  79(27.4) 343  63(18.4) .007 

1 日 1 時間以上の歩行      288 104(36.1) 342 132(38.6) .521 

座位時間            405 7.6±4.5  498 6.7±4.7  .004 

歩行速度が他者と比べて速い   287 127(44.3) 343 170(49.6) .183 

他者と比べて食べる速度が速い  288 125(43.4) 341 134(39.3) .297 

就寝前の食事          288 139(48.3) 341 181(53.1) .737 

夜食              288  45(15.6) 343  58(16.9) .664 

朝食欠食            286  91(31.8) 330 110(33.3) .689 

菓子の有無            408 147(36.0) 501 181(36.1) .976 

甘味飲料の有無          406 239(58.9) 495 292(59.0) .970 

乳製品の有無           411 301(73.2) 512 380(74.2) .736 

果物の有無           408 224(54.9) 507 287(56.6) .606 

飲酒の有無            421 294(69.8) 516 365(70.7) .763 

睡眠時間             409 6.3±1.1  514 6.2±3.2  .254 

睡眠で休養が十分にとれている  288 182(63.2) 342 194(56.7) .099 

ストレスの有無         409 308(75.3) 512 382(74.6) .809 

ストレス解消法の有無      326 199(61.0) 411 265(64.5) .338 

労働時間            398 9.9±3.2  492 9.6±2.7  .209 

主観的健康観          407 318(78.1) 498 413(82.9) .068 

         女性           

    低群       高群      

              回答者数 ｎ(%)  回答者数 ｎ(%) P   

喫煙者              51 13(25.5)  121  18(14.9) .098 

20 歳から 10kg 以上の体重増加   26 19(73.1)   78  56(71.8) .900 

1 年で±3kg の体重変動       26 12(46.2)   79  32(40.5) .613 

運動習慣             26  0(0.0)     79  17(21.5) .010 

1 日 1 時間以上の歩行       25  5(20.0)    79  29(36.7) .121 

座位時間             49 7.9±5.4  120  6.6±4.6  .139 

歩行速度が他者と比べて速い    26 10(38.5)   77   33(42.9) .694 

他者と比べて食べる速度が速い   26 16(61.5)   79   46(58.2) .766 

就寝前の食事           26  9(34.6)   79   33(41.8) .518 
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夜食               26  6(23.1)   79   21(26.6) .723 

朝食欠食             26  8(30.8)   78   11(14.1) .057 

菓子の有無             50 34(68.0)  121   87(71.9) .610 

甘味飲料の有無           50 24(48.0)  118   57(48.3) .971 

乳製品の有無            51 42(82.4)  119  110(92.4) .050 

果物の有無            51 33(64.7)  118  100(84.7) .003 

飲酒の有無             51 37(72.5)  120   65(54.2) .025 

睡眠時間              51 6.2±0.9  118  6.2±1.1  .935 

睡眠で休養が十分にとれている   26 14(53.8)   79   43(54.4) .959 

ストレスの有無          50 45(90.0)  119  97(81.5) .169 

ストレス解消法の有無       46 28(60.9)   99  82(82.8) .004 

労働時間             50 8.1±1.1  118 8.2±1.9  .705 

主観的健康観           49 40(81.6)  114  93(81.6) .994  

 

表 5-2 相対的プレゼンティーイズム高群、低群の指導開始時の生活習慣の差                                  

         男性           

    低群       高群      

              回答者数 ｎ(%)  回答者数 ｎ(%) P   

喫煙者             238 101(42.4) 702 269(38.3) .261 

20 歳から 10kg 以上の体重増加  155 116(74.8) 423 339(71.5) .935 

1 年で±3kg の体重変動      157  66(42.0) 472 199(42.2) .978 

運動習慣            156  30(19.2) 474 112(23.6) .254 

1 日 1 時間以上の歩行      156  55(35.3) 473 181(38.3) .501 

座位時間            230 7.4±4.8  671 6.9±4.7  .147 

歩行速度が他者と比べて速い   155  74(47.7) 474 222(46.8) .844 

他者と比べて食べる速度が速い  156  72(46.2) 472 186(39.4) .138 

就寝前の食事          156  75(48.1) 472 223(47.2) .857 

夜食              156  21(13.5) 474  82(17.3) .261 

朝食欠食            153  58(37.9) 462 143(31.0) .112 

菓子の有無            228  92(40.4) 679 235(34.6) .118 

甘味飲料の有無          225 143(63.6) 674 386(57.3) .097 

乳製品の有無           232 166(71.6) 689 513(74.5) .385 

果物の有無           229 123(53.7) 684 387(56.6) .449 

飲酒の有無            237 155(65.4) 698 502(71.9) .058 

睡眠時間             230 6.2±1.2  691 6.3±1.1  .585 

睡眠で休養が十分にとれている  156  83(53.2) 473 292(61.7) .060 

ストレスの有無         232 176(75.9) 687 513(74.7) .718 

ストレス解消法の有無      190 129(67.9) 545 334(61.3) .104 
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労働時間            227 9.7±3.0  661 9.8±3.0  .795 

主観的健康観          223 171(76.7) 680 558(82.1) .077  

         女性           

    低群       高群      

              回答者数 ｎ(%)  回答者数 ｎ(%)  P   

喫煙者              41 10(24.4)  131  21(16.0) .224 

20 歳から 10kg 以上の体重増加   25 16(64.0)   79  59(74.7) .299 

1 年で±3kg の体重変動       25 11(44.0)   80  33(41.3) .808 

運動習慣             25  3(12.0)   80  14(17.5) .515 

1 日 1 時間以上の歩行       25 10(40.0)   79  24(30.4) .371 

座位時間             40 7.4±4.5  129 6.9±5.0 .598 

歩行速度が他者と比べて速い    25 11(44.0)   78  32(41.0) .793 

他者と比べて食べる速度が速い   25 10(40.0)   80  33(41.3) .912 

就寝前の食事           25  9(36.0)   80  33(41.3) .640 

夜食               25 11(44.0)   80  16(20.0) .017 

朝食欠食             25  8(32.0)   79  11(13.9) .041 

菓子の有無             41 34(82.9)  130  87(66.9) .049 

甘味飲料の有無           40 21(52.5)  128  60(46.9) .534 

乳製品の有無            40 35(87.5)  130 117(90.0) .653 

果物の有無            41 32(78.0)  128 101(78.9) .907 

飲酒の有無             41 30(73.2)  130 102(59.6) .043 

睡眠時間              41 6.2±0.9  128 6.2±1.1  .767 

睡眠で休養が十分にとれている   25 12(48.0)   80  45(56.3) .470 

ストレスの有無          40 36(90.0)  129 106(82.2) .238 

ストレス解消法の有無       36 25(69.4)   109  85(78.0) .299 

労働時間             41 7.8±1.4  127 8.3±1.8  .051 

主観的健康観           40 29(72.5)  123 104(84.6) .087  

 

５．特定健診結果・生活習慣と指導開始時のプレゼンティーイズムとの関連 

 指導開始時の絶対的プレゼンティーイズム、相対的プレゼンティーイズムを従属変数、年

齢、性別を調整変数として、指導開始時の特定健康診査結果、生活習慣の項目を一つずつ投

入した。強制投入法で検討したところ、絶対的プレゼンティーイズムでは腹囲、尿酸値、相

対的プレゼンティーイズムでは主観的健康観、菓子の有無が有意に関連を示した。また、男

性に比べて有意に女性の絶対的プレゼンティーイズムが高かった。 
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表 6 絶対的プレゼンティーイズム OR（95%CI） 

 

絶対的プレゼンティーイズム          

性別 

 男性 ref. 1.87（1.32-2.67） 

 女性   1                  

年齢     1.01（1.00-1.03）         

腹囲         0.98（0.97-1.00）         

OR：オッズ比；CI：信頼区間 

 

絶対的プレゼンティーイズム          

性別 

 男性 ref.  1.60（1.10-2.32） 

 女性   1                  

年齢      1.01（1.00-1.03）        

尿酸値         0.88（0.80-0.97）        

OR：オッズ比；CI：信頼区間 

 

 

表 7 相対的プレゼンティーイズム OR（95%CI） 

 

相対的プレゼンティーイズム          

性別 

 男性 ref.    0.98（0.66-1.45） 

 女性   1                  

年齢       1.02（1.00-1.03）        

主観的健康観    1.42（1.01-1.99）        

OR：オッズ比；CI：信頼区間 

 

相対的プレゼンティーイズム          

性別 

 男性 ref.   1.15（0.77-1.71） 

 女性   1                  

年齢       1.02（1.00-1.04）        

菓子の有無      0.73（0.54-0.97）        

OR：オッズ比；CI：信頼区間 
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６．保健指導 1 年後の特定健診で改善がみられた群のプレゼンティーイズム 

 表 8-1 に腹囲と体重が改善した群の概要を示す。腹囲に関しては、男性で 2cm 以上減少し

た者は 42.7%、女性は 26.3%であった。体重に関しては男性で 2kg 以上減少した者は 30.1%、

女性では 21.1%であった。 

 

表 8-1 腹囲、体重が改善した群の概要 

 

腹囲 2cm 以上               

           男性    女性   

         n  %   n  %   

 減少した    61 42.7  10 26.3  

 減少しなかった 82 57.3   28 73.7  

 

体重 2kg 以上               

           男性    女性   

         n   %   n  %   

 減少した     43 30.1   8 21.1  

 減少しなかった 100 69.9   30 78.9  

 

 男性の腹囲が 1 年で 2cm 以上減少した群と減少しなかった群で指導開始時のプレゼンテ

ィーイズムの違いを検討した（表 8-2）。絶対的プレゼンティーイズム、相対的プレゼンティ

ーイズムともに減少した群の方が高かった。 

また、男性の体重が 1 年で 2kg 以上減少した群と減少しなかった群で指導開始時のプレゼ

ンティーイズムの違いを検討した（表 8-3）。腹囲と同様、絶対的プレゼンティーイズム、相

対的プレゼンティーイズムともに減少した群の方が高かった。 

 

表 8-2 男性腹囲 2cm 減少あり群となし群のプレゼンティーイズムの差  

                  減少なし群 減少あり群  

               n  mean±SD mean±SD  

 絶対的プレゼンティーイズム 119 67.7±2.20 68.5±1.54  

 相対的プレゼンティーイズム 118 1.02±0.28 1.03±0.24  

 

表 8-3 男性体重 2kg 減少あり群となし群のプレゼンティーイズムの差  

                  減少なし群 減少あり群  

               n  mean±SD mean±SD  

 絶対的プレゼンティーイズム 119 63.5±2.34 71.0±1.50  

 相対的プレゼンティーイズム 118 1.00±0.33 1.03±0.20  
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 さらに、腹囲、体重それぞれにおいて、2cm または 2kg 以上減少した群としなかった群で

のプレゼンティーイズムの違いについて、指導開始時と 1 年後の変化を検討した（表

8-4,5,6,7）。絶対的プレゼンティーイズムに関しては、腹囲、体重ともに、減少なし群は 1

年後向上し、減少あり群は若干低下したが、有意差は認められなかった。相対的プレゼンテ

ィーイズムに関しては腹囲、体重ともに、減少なし群とあり群がともに 1 年後向上したが、

有意差は認められなかった。 

 

表 8-4 男性 腹囲 2cm 減少あり群となし群の 

絶対的プレゼンティーイズムの 1 年後の変化  

         指導開始時  1 年後    P     

      n  mean±SD mean±SD         

 減少あり 56 68.5±15.4 66.9±17.6   .376    

 減少なし 63 67.7±22.0 72.6±15.5   .084    

 

表 8-5 男性 腹囲 2cm 減少あり群となし群の 

相対的プレゼンティーイズムの 1 年後の変化  

         指導開始時  1 年後    P     

      n  mean±SD mean±SD        

 減少あり 55  1.0±0.3   1.1±0.6   .064    

 減少なし 63  1.0±0.3   1.1±0.6   .064    

 

表 8-6 男性 体重 2kg 減少あり群となし群の 

絶対的プレゼンティーイズムの 1 年後の変化  

         指導開始時  1 年後    P     

      n  mean±SD mean±SD         

 減少あり 72 71.0±15.0 70.5±16.5   .764    

 減少なし 47 63.5±23.5 69.0±17.1   .100    

 

表 8-7 男性 体重 2kg 減少あり群となし群の 

相対的プレゼンティーイズムの 1 年後の変化  

         指導開始時  1 年後    P     

      n  mean±SD mean±SD        

 減少あり 72  1.0±0.2   1.1±0.6   .299    

 減少なし 46  1.0±0.3   1.2±0.4   .068    

 

 

 

 



 

82 

 

【考察】 

 本研究は、協会けんぽ神奈川支部の特定健康診査のデータおよび質問紙調査の結果を使用

し、中小企業勤労者の特定保健指導対象者における特定保健指導の効果とプレゼンティーイ

ズムと生活習慣との関連について分析した。本研究では、特定保健指導を受けた 1 年後には

男女ともに特定健康診査の結果は概ね有意に改善したことがわかった。特に男性において改

善した項目は多かった。国内の先行研究からも特定保健指導による腹囲や BMI の改善はみ

られている13。腹囲と BMI 以外の血圧、HbA1c、空腹時血糖、中性脂肪では短期的な改善

はみられたが、その後の追跡ではその改善が徐々に減少したことも指摘されている。 

 特定保健指導対象者に、指導時と 1 年後にプレゼンティーイズムについて調査をした研究

は本研究が初めてである。結果としては、指導時と 1 年後で男性の相対的プレゼンティーイ

ズムの評価は t 検定にて有意に高くなったが、時間の交互作用を検討する分析では有意差は

みられなかった。男性において、特定保健指導後に相対的プレゼンティーイズムの評価が高

くなる傾向にあったが、1 年後までの間に、健診の成果とともにより高くなっていたのか否

かなど、どのような推移を示したのかなど、検討の余地がある。 

 本研究ではプレゼンティーイズムの高群、低群のカットオフ値は中央値としたが、先行研

究では、絶対的プレゼンティーイズムは 40、相対的プレゼンティーイズムは 0.8 をカットオ

フ値とするのが妥当である結果が出ている14。プレゼンティーイズムのカットオフスコアよ

り低いスコアを取った対象者が、将来精神疾患のために欠勤する可能性が有意に高くなった

という研究結果から、多くの研究ではこのカットオフ値が使用されている。しかし、本研究

の対象者では絶対的プレゼンティーイズムが 40、相対的プレゼンティーイズムが 0.8 では非

常に低く、該当する者の割合が極端に少ないことから、中央値をカットオフ値とした。中央

値で分けて絶対的プレゼンティーイズムと生活習慣との関連をみたところ、男性では運動習

慣、座位時間、女性では運動習慣、乳製品の有無、果物の有無、ストレス解消法の有無、飲

酒の有無に有意差がみられた。相対的プレゼンティーイズムでは、男性では有意差はみられ

ず、女性では、夜食、朝食欠食、菓子を週に 1 日以上食べているか、飲酒の有無に関連がみ

られた。年齢、性別を調整変数として、ロジスティック回帰分析を行ったところ、絶対的プ

レゼンティーイズムでは腹囲と尿酸値、相対的プレゼンティーイズムでは主観的健康観と菓

子を週に 1 日以上食べているかについて有意な関連性がみられた。これらのことから、生活

習慣とプレゼンティーイズムの関連性はあるものの、年齢や性別が関与しているため、年齢

や性別、その他労働環境等を考慮したアプローチ方法が必要であることが考えられる。例え

ば運動習慣や座位時間に関しては、年齢、性別によって大きな差があると考えられ、さらに

勤務形態や業態によっても差が生じると考えられる。一方、年齢や性別を考慮した上で絶対

的プレゼンティーイズムでは腹囲や尿酸値が有意に関連していたことは、例えば尿酸値が高

                                                   

13 Yoko M Nakao, Chris P Gale et al. European Journal of Preventive Cardiology, 

Volume 30, Issue 4, March 2023, Pages 331-339, 

https://doi.org/10.1093/eurjpc/zwac283 

14 Tomoko Suzukiet al. PLoS One .2014 Oct 23;9(10):e111191. doi: 

10.1371/journal.pone.0111191. eCollection 2014. 

https://doi.org/10.1093/eurjpc/zwac283
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いほど痛風になっている可能性も考えられ、何かしらの身体の不調が生じている可能性も考

えられる。本研究では特定健康診査のデータおよび生活習慣のみの関連性を検討したが、さ

らに不調に関する質問項目を追加することでさらに詳細に検討することが可能となる。相対

的プレゼンティーイズムとの関連がみられた主観的健康観については報告されており15、特

定健康診査の結果も重要であるが、勤労者が自らの状態を健康である、と自覚できることも

プレゼンティーイズムの改善には重要な可能性がある。特定保健指導を受け、健康的な生活

への改善を図り、自身を健康である、と感じることにも繋がる。また、菓子を週に 1 日以上

食べているかと相対的プレゼンティーイズムとの関連がみられたことについては、特定保健

指導の対象者において、菓子を 1 日以上食べる者と食べない者の差に健康行動や心理の差が

生じていることも考えられる。さらなる層別をしていくことで、より詳細に検討することが

可能となる。 

 腹囲が 2cm 減少、体重が 2kg 減少した群としなかった群でプレゼンティーイズムを比較

したところ、腹囲、体重ともに、指導前の絶対的プレゼンティーイズム、相対的プレゼンテ

ィーイズム両方において減少した群の方がしなかった群に比べて高かった。さらに関連性を

検討する必要があるが、指導前にプレゼンティーイズムを測定し、高群、低群に層別するこ

とで、より重点的にフォローしなければいけない層を特定することができる。また、1 年後

のプレゼンティーイズムを検討したところ、絶対的プレゼンティーイズムに関しては、腹囲、

体重ともに、2cm または 2kg 以上減少なし群は 1 年後向上し、減少あり群は若干低下したが、

有意差は認められなかった。減少なし群が 1 年後向上した理由としては、絶対的プレゼンテ

ィーイズムの点数をつける際の基準となる、「自分と同様の仕事の評価」が 1 年後に向上し

た可能性も考えられる。 

 本研究にはいくつかの限界がある。労働環境である業態や職種に関して考慮していない。

業態や職種によって生活環境は大きく異なり、健康行動にも影響があると考えられる。プレ

ゼンティーイズムとの関連がみられた腹囲、尿酸値、菓子の摂取、主観的健康観について、

労働環境を加味して検討することが重要となる。また、地域要因、社会経済的立場の要因が

関連している可能性がある。さらに、今回 1 年後まで追跡できた対象者は、保健指導実施者

の中でも健康意識が高い可能性がある。 

 これらの限界を考慮しても、国内の特定保健指導対象者にプレゼンティーイズムについて

縦断的に調査を行った本研究の結果は重要である。さらに数社ではなく、あらゆる中小企業

を含む協会けんぽで調査を行ったことで、中小企業勤労者を対象としたプレゼンティーイズ

ムと健康、生活習慣の関連を検討することができた。 

 結論として、中小企業勤労者の特定保健指導対象者における特定保健指導の効果が認めら

れ、プレゼンティーイズムと一部の健康状態、生活習慣との関連が示された。今後、特定健

康診査の項目としてプレゼンティーイズムを測定し、層別化することで、重点的にアプロー

チが必要な層も明らかになる可能性が考えられる。また、企業向けにプレゼンティーイズム

との関連を提示することで、従業員の健康改善を促すきっかけづくりとなる可能性も十分に

                                                   
15 厚生労働科学研究補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業） 分担研

究報告書 津野 陽子「健康リスクと生産性の関連性の検討」 
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あり、特定保健指導の推進によって、今後勤労者の生産性の向上を示していくことが重要と

なる。 

 

【備考】 

 日本健康支援学会の学術誌へ投稿予定（令和 6 年 12 月頃） 
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「生活習慣病の疾病別医療費の地域差に関する研究」 

摂南大学 農学部 食品栄養学科 公衆衛生学教室 教授 小川 俊夫 

 

要旨 

【目的】 

 本研究は、レセプトを用いた生活習慣病患者の推定手法を確立し、生活習慣病医療費の地

域差を明らかにすることを目的に実施する。また地域差に影響を与える要因について分析

し、本研究の成果を医療政策立案や保健事業立案などに活用できるよう取りまとめることも

目的である。 

【方法】 

 本年度（２年目）研究は、３つの研究から構成されている。第一に、がん医療費の地域差

について肺がんを分析対象とし、協会けんぽ全加入者における新規肺がん患者を推定し、

47 支部別の一人あたり平均医療費と肺がん医療費に影響を与える要因について分析を実施

した。第二に、糖尿病医療費の決定要因の観点から、SGLT2 阻害薬、GLP1 受容体作動薬

等の処方の地域差について可視化を試みた。第三に、医中誌及び PubMed を用いて、わが

国の生活習慣病医療費の地域差に関する文献調査を実施した。 

【結果】 

 協会けんぽ加入者における肺がん罹患率には地域差が見られた。男性では、最も高い青森

支部（0.043％）から最も低い大分支部（0.017％）と地域差があり、都道府県別罹患率とは

やや異なった傾向が見られた。2022 年度の新規肺がん患者の治療初年度の一人あたり平均

医療費も地域差が見られ、男性では、最も高い高知支部で約 208 万円、最も低い山梨支部

で約 102 万円と推計された。肺がん医療費の地域差には、肺がん罹患率、分子標的薬・免

疫チェックポイント阻害薬処方の有無が影響している可能性が示唆された。糖尿病薬処方者

割合の医療機関別平均値を支部別で比較すると、最大の富山支部で 29.3%、最小の東京支 

部で 8.4%と地域差が見られた。また、SGLT2 阻害薬及び GLP1 受容体作動薬の処方割合

についても地域差が見られ、糖尿病医療費に影響を与えていることが示唆された。生活習慣

病の疾病別医療費の地域差に関する文献調査では、医中誌より 16 件の文献を抽出したが、

既存研究はあまりないことが示唆された。 

【結論】 

 本研究により、レセプトを用いたがん及び糖尿病の抽出手法を確立し、これらの疾患患者

の正確な抽出が可能となった。これらの疾患の医療費には地域差があり、本研究で着目した

要因の一部について影響があることが示唆された。一方で、本研究テーマの既存研究はほと

んどないことも明らかになった。今後、がんと糖尿病の精緻な分析を進めるとともに、歯周

疾患など他の生活習慣病についても取り組み、また成果の活用についても検討したい。 

【略歴】 

英国ロンドン大学大学院修了。公衆衛生学修士・医学博士。世界保健機関（WHO）本部職

員、奈良県立医科大学公衆衛生学講座講師、国際医療福祉大学大学院教授などを歴任し、

2020 年４月より現職。 
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「支部単位保険料率の背景にある医療費の地域差の要因に関する研究」 

東北大学 災害科学国際研究所 災害医療情報学分野 准教授 藤井 進 

 

要旨 

【目的】 

本研究は協会けんぽ全国 47 支部で異なる保険料率を均てん化することで、被保険者の医

療受診の機会均等や負担感の低減を目指す。そこで年齢や所得調整の他に、各支部の保険料

率の背景にある、地域での医療・介護資源の特性や疾病傾向、応需の傾向など要因を分析し、

保険料率の均てん化につながるものを重要指標（KPI）として可視化する。昨年度（１年目）

は一人当たりの医療費（年齢調整）で支部を５群に分け、200 を超える構成要素（以降：要

素）を分析し、医療施設数や救急資源、精神疾患関連、在院患者数などの相関を示唆した。 

本年度（２年目）は新たに要素を追加し、各支部の特長を可視化できるよう支部の支出構造

をモデリングする。 

【方法】 

 新たな要素を加え KPI を算出し医療費の支出構造モデルを構築する。（1）構造モデルの

検討は、初年度の相関結果から主観的に KPI 候補を設定し、要素を因子分析、重回帰分析

で検証した。（2）構造モデルの設計は、統計結果から要素を選びモデリング設計を行った。

（3）先行研究と比較し主観性を排除するため、想定した KPI の妥当性を考察した。（4）47

支部のモデリングを試行し、傾向や妥当性を定性評価した。 

【結果】 

 （1）構造モデルの検討は、高額医療費（透析）、救急資源、医療施設数、受診率、薬剤費

（高額製剤や精神疾患）、介護（療養型医療含む）、疾病傾向、後期高齢者の医療費を KPI

の目安とした。次に要素として透析数や平均在院日数、薬剤費などを、NDB 統計情報と

e-Stat から 4,833 種類のデータを選び、そこから 97 種類のデータで因子負荷行列と寄与率

（バリマックス法）にて解析し、30 要素 12 因子を算出した（表１）。30 要素の多くが支出

構造に関係していた。次に重回帰分析を行った。VIF の値が非常に高く、多重共線性が生じ、

要素が同じような意味合い、相補的な関係であることが示唆され、本分析は適切でない可能

性があった。（2）構造モデルの設計は、（1）の結果から重回帰分析は参考にとどめ、要素と

群間に相関関係があるものと因子分析の結果から定義した。KPI は、医療施設数類、介護施

設類、応需状況類、精神医療類、療養型医療類、救急医療類、糖尿病・透析類、疾病傾向類、

薬剤類、後期高齢者医療類の 10 種、０-10 点で評価した。KPI は複数の要素で構成され、

各要素は Kn=ABS（（V-Vmin）/（（ Vmax-Vmin）/10）-10）で算出、同一 KPI の Kn 平

均で KPI 値を算出した（図１）。10 が最も良い傾向を示し、レンジ幅の１/10 で１ポイント

改善する。（3）先行研究との比較（34 文献）では、過分な医療の指摘など、本研究に通じ

る見解があった。日医総研の「医療費の地域差の報告（2018 前田）」では、医療施設数に関

連性があり、健診や介護施設、外来医療などは大きな相関関係がなく、本研究結果に類似す

るものがあった。（4）モデリングの試行は 47 支部をモデリングした。 

保険料率の高い群はいびつな形になる傾向があり、料率が低いと正十角形ないし面積が大き
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くなる傾向を示した。 

表 1 因子分析 

 

図 1 モデリング（群 E の例） 

 

【結論】 

 モデリングは算出されたが、説明力の定量評価が課題である。また医療施設数が多いこと

が直接の医療費増の要因とは言い難い（脆弱を目指すことはあり得ない）。その施設利用（質）

が課題である。また要素・KPI はどれも同じ重みとして扱った。精緻化のために、こうした

課題を次年度は解決する。 

 

【略歴】 国立大学法人 東北大学 災害科学国際研究所 災害医療情報学分野 准教授. 

東北大学病院 医療データ利活用センター センター長（兼務）、MITC 副センター長（兼

務）.博士（医学）,専門分野：医療情報学,災害医療情報学,医療経済学,病院経営学. 
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「機械学習を用いた生活習慣病の治療行動予測モデルの構築」 

岩手医科大学衛生学公衆衛生学講座 教授 丹野 高三 

 

要旨 

【目的】 

 本研究の目的は、機械学習の手法を用いて、糖尿病及び高血圧治療中断者の予測モデル（課

題１）及び治療コントロール不良者の予測モデル（課題２）を構築することである。以下に

令和５年度の実施状況について報告する。 

【方法】 

・課題１：岩手支部を対象に 2015 年度のレセプトデータから糖尿病治療者及び高血圧治療

者のうち、同年度に受診間隔が３か月以上あった者をそれぞれ糖尿病治療中断者及び高血圧

治療中断者と定義した。説明変数はレセプトデータから、治療薬の処方の有無、処方量／年

度、薬処方種類数等とした。 

・課題２：岩手支部を対象に 2015 ～ 2020 年度までの健診データ及び標準的な質問票デー

タを用いて、2015 年度に標準的な質問票によって定義された糖尿病治療中患者と高血圧治

療中患者に対して、それぞれのガイドラインに基づき糖尿病治療コントロール不良（空腹時

血糖値 130mg/dL、随時血糖値 180mg/dL、HbA1c 値 7.0%を上回った場合）、高血圧治療

コントロール不良（収縮期血圧値 140mmHg、拡張期血圧値 90mmHg を上回った場合）を

定義した。説明変数は健診データと標準的質問票データとした。 

・解析手法：Classification and Regression Trees モデルを用いて説明変数の重要度を決定

し、重要度の高い変数を説明変数としてロジスティック回帰モデルを作成し、構築したモデ

ルの感度、特異度、Area Under Curve （95%confidence interval） [AUC（ 95% CI）] を

計算した。 

【結果】 

・課題１：ロジスティック回帰モデルを作成した結果、糖尿病治療中断モデルの感度は

0.741、特異度は 0.762、AUC（95%CI）は 0.813（0.776–0.850）、高血圧治療中断モデル

ではそれぞれ 0.617、0.821、0.778（0.760–0.796）であった。 

・課題２：同じく、糖尿病治療コントロール不良モデルの感度は 0.766、特異度は 0.508、

AUC（95%CI）は 0.679（0.637–0.722）、高血圧治療コントロール不良モデルではそれぞ

れ 0.918、0.606、0.842（0.831–0.853）であった。 

【結論】 

 令和５年度は岩手支部のデータを用いて治療中断及び治療コントロールの判別に重要な

予測因子を探索することができた。しかし、その予測能は必ずしも高くなく、投入する説明

変数の妥当性についてはさらに検討が必要である。また対象者の限定やアウトカムを定義す

るカットオフ値に対する感度分析も今後実施する必要がある。 

【略歴】専門は疫学・公衆衛生学。博士（医学）。1995 年筑波大学医学専門学群卒業。1999

年同大学院医学研究科修了。2005 年より岩手医科大学医学部衛生学公衆衛生学講座に勤務。

2022 年より現職。 
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「予防医療が本人と家族に及ぼす効果に関する研究」 

東京大学大学院 経済学研究科 教授 飯塚 敏晃 

 

要旨 

【目的】 

 本研究では、予防医療が本人と家族に及ぼす効果について研究する。膨張する医療費の削

減策として予防医療、特に重症化予防の重要性が叫ばれて久しい。しかし、データ及び分析

手法の制約により、その効果に関する信頼性の高い研究は少ない。また、健康診断等で得ら

れる健康のシグナルは、本人だけでなく家族の健診受診や生活習慣、健康状態にも影響する

可能性（ピア効果）があるが、その効果は良く知られていない。 

 これらより、本研究では、協会けんぽの膨大なデータと最新の経済学的分析手法を用いて、

重症化予防の受診勧奨が、本人の①医療サービス利用、②生活習慣（飲酒、喫煙等）、③健

康に及ぼす影響、に加えて、家族の④健診受診率、⑤医療サービス利用、⑥生活習慣、⑦健

康に及ぼす影響、を分析する。 

 

【方法】 

 本研究では、協会けんぽ加入者約 4,000 万人の膨大なデータを活用し、通常は困難な重症

度の高い人々に対する受診勧奨の効果を精度高く推計する。また、家族の紐づけが可能な協

会けんぽのデータを生かしてピア効果の分析を行う。分析では Regression Discontinuity 

Design（RDD;不連続回帰デザイン）の手法を用い、受診勧奨の効果を厳密に分析する。例

えば、空腹時血糖が基準値（126mg/dl）を「ギリギリ上回った人」と、「ギリギリ下回った

人」では、受診勧奨の対象となる確率が大きく異なるが、健康状態に関しては基準値前後で

連続的に変化すると考えられる。そこで、基準値前後の人々の受診行動や健康のアウトカム

等を比較することで、受診勧奨の影響のみを分離して推定する。ピア効果についても同様に、

受診勧奨基準の前後にいる本人をとりあげ、それぞれの家族の健診受診率や健康状態等のア

ウトカムに及ぼす影響を分析する。 

 

【結果（途中経過）】 

１）生活習慣病未治療者に対する受診勧奨（重症化予防）の効果を、糖尿病の一次勧奨基準

値（FBS=126mg/dl）前後の患者を RDD を用い比較した。受診勧奨により、健診後一年間

における糖尿病関連の医療サービス利用に有意な増加が見られた。また、翌年の健診で測定

された血糖値や総コレステロール等に関して改善が見られた。また、運動や歩行等の生活習

慣にも改善が見られた。ただし、いずれの場合も、アウトカムの変化の絶対値は比較的小さ

かった。今後、これらの改善が５年後の死亡確率を低下させるか、リスク予測モデルを用い

て推計していく。また、個人属性による異質性（heterogeneity）による分析では、前年度

に 126mg/dl を下回っている人の方が、上回っている人よりも、医療サービス利用の増加が

大きかった。おそらく、前者の方が初めての受診勧奨により大きく反応したと考えられる。

中長期的には、健診後から２年目、３年目の医療サービス利用については、２年目までは糖
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尿病関連の医療サービスにわずかな増加が見られたが、３年目にはほぼその傾向が見られな

くなった。健康に関しては、２年目の検診では、総コレステロール等いくつかの健康指標に

ついてはわずかに改善が引き続き見られたが、１年目の検診の際の改善に比べると非常に小

さく、３年目の検診では、ほぼ改善の効果がなくなっていた。よって受診勧奨の効果は、短

期的な可能性が示唆された。 

２） 慢性腎臓病（CKD）の重症化予防に向けた受診勧奨効果を、腎臓の機能を表す指標

（eGFR）の基準値（45 ㎖及び 60 ㎖/分/1.73 ㎡）前後の患者を RDD を用い分析した。今

年度は、i）中期的効果の分析、ii）ハイリスク群への影響の分析、iii）個人の異質性に着目

した分析、を行った。i）中期的効果に関しては、基準値を若干下回る（低いほうが症状が

重い）ことで、短期的には CKD 関連の医療サービス利用に増加が見られたが、中期的には

影響が減少した。また、eGFR の値の改善は平均的には見られなかった。ii）一方で、ハイ

リスク群に分析を絞り込んだところ、eGFR=45 の基準値を下回る群において、翌年の eGFR

値がごくわずかに改善した。iii）個人属性による異質性を分析したところ、生活習慣の良 

い人々、より健康な人々が受診勧奨により強く反応し、外来受診を増やすことが示唆された。 

 

【結論】 

 分析の途中経過から、慢性疾患の重症化予防を目的とした受診勧奨（ナッジ）は、患者の

医療機関への訪問を促すことが分かった。また、健康のアウトカムに関しては、生活習慣病

予防と慢性腎臓病（CKD）の重症化予防のいずれにおいても、重症度の高い群において若

干の改善が見られた。 

 

【略歴】 

東京大学大学院経済学研究科教授。専門は、医療経済学、産業組織論の実証研究。特に、医

療・介護における情報やインセンティブが患者、医師、企業の行動に及ぼす影響の分析を中

心に研究を行っている。Journal of Health Economics の編集委員（Associate Editor）を

務める。東京大学工学部卒。同大学院修士を経て、コロンビア大学修了。カリフォルニア大

学ロサンゼルス校にて経済学博士。 
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「メンタル疾患・生活習慣病の発症リスク削減、医療費適正化に向けた 

機械学習予測モデルの構築と因果推論」 

京都大学 白眉センター 特定准教授 井上 浩輔 

 

要旨 

 今年度は、初年度に行った５つの研究結果の論文化に加え、生活習慣病とメンタル疾患の

関わりを紐解くため３つの新規プロジェクトを実施した。 

 

【初年度プロジェクトの論文化】 

 以下の５本の研究を執筆し国際誌に投稿済である（うち１本は受理済、１本は査読結果に

対応中、３本は査読中）。配偶者が心血管イベントを発症することで、パートナーのうつ病

発症リスクが増大することを示した研究は、JAMANetwork Open に受理され近日中に公

開予定である（プロジェクト①-１）。本研究を拡張する形で、高齢者のメンタルヘルスにも

強く関連する認知症発症をアウトカムとした類似研究も行い、現在査読中である（プロジェ

クト②-１）。また、糖尿病診断によって生じるスティグマの影響を考慮すべく、糖尿病と自 

殺の関連について検討した研究も、現在査読中である（プロジェクト③-１）。さらに、糖尿

病治療薬として代表的な薬剤の一つであるSGLT2阻害薬が有する心血管疾患予防効果につ

いて検討した論文についても、現在査読中である（プロジェクト④-１）。最後に、心電図異

常と長期予後の関連について検討した論文は、日本の特異的な健康保険の仕組みを応用した

ことが評価され、内科領域の国際トップ誌で現在査読結果に対応中である（プロジェクト⑤

-１）。 

 

【今年度の新規プロジェクト】 

 新たに行った研究としては、以下の３つが挙げられる。まずプロジェクト①-１について、

どのような特徴を有する集団が脆弱であるか（パートナーが心血管イベントを発症した際に

うつ病になりやすいか）を、因果フォレストを含む機械学習モデルを用いて検討した。結果

として、脆弱性の高い集団の属性として、女性、基礎疾患が少ない、不健康な習慣を行って

いるという傾向が明らかになった（プロジェクト①-２）。次に、地域や環境によって異なる

自殺リスクが変化する可能性を考慮し、プロジェクト③-１で行った糖尿病と自殺の関連 

について、その地域差を検討した。結果として、糖尿病診断後の自殺リスクの上昇は、地域

の剥奪指標が低い地域でより明確であることが明らかになった（プロジェクト③-２）。プロ

ジェクト④-１で行った SGLT2 阻害薬の心血管疾患予防効果については、より効果的な集

団を明らかにすべく、因果フォレストを応用してその異質性を評価し、効果の高い集団に介

入ターゲットを絞る個別化医療戦略「高ベネフィットアプローチ」の効果を定量的に評価し

た（プロジェクト④-２）。結果として、SGLT2 阻害薬の効果には異質性が存在し、また効 

果の高い集団は若年、高 BMI、高血圧などの特徴を持つということが明らかになった。い

ずれの研究も初稿執筆済であり、現在論文投稿に向けて準備を進めている。以上のプロジェ

クトに加え、糖尿病や人工透析、小児疾患が与える家族のメンタルヘルスへの影響、心血管
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疾患予防効果がある薬剤の効果の異質性についても現在検討中である。 

 

【結語】 

 これらの結果を総合することで、家族情報・検査結果・薬剤情報を含む臨床情報から、生

活習慣病とうつ病の複合的な関わりを明らかにすることができ、双方の視点から被保険者の

健康増進に向けた新しいエビデンスを確立・発信する。 

 

【略歴】 

2013 東京大学医学部医学科卒。 

2013-2015 国立国際医療研究センター 初期研修医。 

2015-2017 横浜労災病院 内分泌・糖尿病センター 後期研修医。 

2017-2021 UCLA 公衆衛生大学院 博士課程（疫学）。 

2021 京都大学大学院医学研究科 社会疫学分野 助教。 

2023 同分野・京都大学 白眉センター 特定准教授。 

京都大学医学部付属病院 糖尿病・内分泌・栄養内科で診療にも従事。 

International Journal of Epidemiology 編集委員、伊藤病院 疫学顧問。主な研究テーマは、

臨床医学における因果メカニズムの解明と、社会背景因子によるその異質性評価。2023 年

に MIT テクノロジーレビューが選出した「未来を創る 35 歳未満のイノベーター」の１人。 

 

  



 

153 

 



 

154 

 



 

155 

 



 

156 

 



 

157 

 



 

158 

 



 

159 

 



 

160 

 



 

161 

 



 

162 

 



 

163 

 



 

164 

 



 

165 

 



 

166 

 



 

167 

 



 

168 

 

 



 

169 

 

「協会けんぽにおける今後の保健事業等の基盤整備を目指した調査分析」 

東京大学 未来ビジョン研究センター 特任准教授 井出 博生 

 

要旨 

【目的】 

 我々の目的は、協会けんぽの活動、加入事業所や加入者の特性、保健事業の実施上の課題

などを踏まえ、高度な手法も用いながら実際の保健事業等に資する調査研究を実施すること

である。具体的には、指定テーマである特定保健指導に関連し、①対象者の健康課題と特定

保健指導の内容の対応による成果の差、②特定保健指導を繰り返す人（リピーター）に関す

る分析を行う。また、自由提案型テーマとして、③新型コロナウイルス感染症のような外生

ショックが起き、医療需要が不連続に変化した場合の影響の評価、④加入者の傷病と離職に

関する属性別・業態別・地域別の分析を行う。 

【方法】 

 本年度（１年目）の研究では、協会けんぽのデータセットから小規模なデータセットを準

備し、検証作業を中心に行った。作業環境上で取り扱えるデータ量と分析方法、分析に必要

なデータ項目の欠損等の確認を実施した。検証の結果、分析作業が行えると判断したテーマ

については具体的な分析に進んだ。 

【結果】 

 特定保健指導に関する①の検討では、積極的支援の終了者は中断者よりも翌年度の健診結

果の改善度合いが高く、積極的支援の中断／終了は指導前生活習慣、生活習慣改善意欲など

による違いが見られた。一方で保健指導内容の記載の欠損が多く、指導内容による効果検証

のためには、特定保健指導の内容に関するデータ入力をより充実させる必要も示唆された。

②の検討では、積極的支援実施者の動機付け支援・動機付け支援相当への改善や検査値の改

善には、指導前の検査値や生活習慣などが関連する要因として挙げられた。次年度は、検 

査値改善に影響を与える因子を調整し、対象を拡大したうえで経年変化を検証する。③のパ

ンデミックの影響の評価では、観察された医療受診頻度の値は、予測値の信頼区間の下限値

を大幅に下回ったことがわかった。この効果はパンデミック以降の２年間にわたって続いて

いた。④の検討では、基本的な生存分析の結果、新型コロナウイルス感染症が出現する前の

３年９ヶ月の期間において、性別、年代に加え、疾病などのリスクを有する者が勤務を継続

する割合は、これらを有しない者と比較して低い可能性が示唆された。 

【結論】 

 本年度の検討では、今後の分析のための検証、限定的な分析を行った。データ上の制約も

あったが、概ね分析が実行可能であることを確認した。次年度も各テーマに沿って順次分析

を深め、報告する。 

【略歴】 

慶應義塾大学大学院修了後、シンクタンク、東京大学医学部附属病院、千葉大学病院を経て、 

2018 年より東京大学未来ビジョン研究センター。東京大学より博士（医学）。 

専門分野は医療政策、健康政策。 
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「就労女性の性に関連する健康と労働生産性の実証研究」 

秋田大学大学院 医学系研究科 衛生学・公衆衛生学講座 教授 野村 恭子 

 

要旨 

【目的】 

 本研究は、次の①～④を明らかにすることを目的に３年計画で行う。①女性特有の疾患の

受療率推定および併存する疾患について②月経困難症・月経前症候群・更年期障害が労働生

産性に与える影響について③乳がんと子宮がんの診断を受けた女性の離職率について④特

定健診で測定されたヘモグロビン値による女性特有疾患の予測について 

 研究１年目は、①～④までを遂行するために必要な女性特有の疾患を定義し、月経困難

症・月経前症候群・更年期障害・生殖器がんについて、その受療率を算出する。 

【方法】 

 本研究は 2015年４月～ 2023年３月までの全国協会けんぽのレセプトデータベースを用

いた。対象集団は、被扶養者を除く 65 歳未満の就労女性で、受療率は人年で表した。診断

アルゴリズムは、疑い病名を除いた ICD10 分類疾病名コードおよび婦人科医の助言を得て

研究班で作成した医薬品コードを用いた。疑い病名を除く傷病名コードで、月経困難症

（N94.4-6）、月経前症候群（N94.3）、更年期障害（N95）、乳がん（C50）、子宮体がん、

子宮頸がん、卵巣がんについて、単年度ごとの受療率（暫定値）を求め記述した。 

【結果】 

 就労女性（被扶養者を除く、65 歳未満の女性）の人数は 2015 年４月～ 2023 年３月ま

での各年度において、8,178,286 人年から 10,116,345 人年であった。疑い病名を除いた傷

病名で算出した 10 万人年あたりの受療率（暫定値）は、月経困難症で 3,050 人から 6,622

人、月経前症候群は 199 人から 356 人、更年期障害は 2,452 人から 3,998 人、乳がんは 1,085

人から 1,449 人、子宮頸がんは 256 人から 244 人、子宮体がんは 179 人から 238 人、卵巣

がんは 156 人から 174 人であった。さらに、月経関連疾病について、医薬品コードを用い

て絞り込んだ 10 万人年あたりの受療率（暫定値）は、月経困難症は 573 人から 1,551 人、

月経前症候群は 12 人から 44 人、更年期障害は 347 人から 463 人であった。 

 これらの数値の妥当性については、国立がん研究センターホームページにある 2019 年が

んの部位別がん罹患数（新たに診断される数）によると、乳がん 97,142 人、 子宮頸がん

10,879 人、子宮体がん 17,880 人、卵巣がん 13,388 人であり、我々の推計でも 2015 年度

から 2022 年度の間で、乳がんは、最小値 88,695 人から最大値 146,598 人、子宮頸がんは

20,913 人から 24,717 人、子宮体がんは 14,675 人から 24,086 人、卵巣がんは 12,752 人か

ら 17,561 人と近似していたが、対象年齢の違い等を考慮すると過大推計していると考えら

れた。 

【結論】 

 今後は、生殖器がんについても医薬品コードや診療行為コードを用いて受療率の精度を高

め、予定している研究テーマの分析を進める。 
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【略歴】 

1993 年 帝京大学医学部医学科卒業 

2002 年 ハーバード大学公衆衛生大学院修士課程修了．公衆衛生学修士号（MPH）取得 

2003 年 帝京大学医学部博士課程修了（医学博士取得） 

2017 年８月 秋田大学大学院医学系研究科公衆衛生学講座教授 
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「患者・供給者の行動変容と保険者機能強化による医療サービスの効率化」 

上智大学 経済学部 経済学科 教授 中村 さやか 

要旨 

【目的】 

 本研究は、医療における非効率性の解消に向けて、問題を需要側、すなわち患者の行動と、

供給側、すなわち医療供給者の行動の両面から分析し、保険者機能強化に向けた提案や政策

提言を行うことを目的としている。初年度は特に以下を目的とした。①転居者を利用した医

療費の要因分解分析について、分析精度を向上させ、また最適な回帰モデルを選択する。②

地域別一人あたり医療費の最適な算出方法を求める。③調剤薬局の後発品処方への医療機関

や患者との関係性の影響を解明する。④慢性腎臓病の進行における健康格差を解明する。 

【方法】 

 ①協会けんぽ加入者の住所情報の正確性を検証し、また回帰モデルの選択による分析結果

の差異を比較する。②都道府県別一人あたり医療費の算出方法による差異を比較する。③各

薬局での後発品利用を病院・患者それぞれの処方箋集中度や薬局の特性等に回帰する。④慢

性腎臓病の急速な進行や腎代替療法の開始を所得、居住地の剥奪度、医療アクセスの僻地度、

所属企業の業態等に回帰する。 

【結果】 

 ①住所情報はおおむね正確であるが、正確性が疑わしい個人を分析対象から除外すると転

居による医療費の変化がより大きく推定される。また医療費を先行研究に倣い対数変換する

か否かで推定結果が異なる。②期間途中での新規加入や脱退への対処方法の差異の影響は軽

微であるが、医療費の帰着に勤務先の所在地を使うのか居住地を使うのかは一定の差をもた

らす。③医療機関の処方箋集中度は後発品処方と強い正の相関を持つが、患者の処方箋集中

度と後発品選択との正の相関の有無は前者の水準や薬局の規模等により変化する。④所得 

が低いほど慢性腎臓病の急速な進行が起きるリスクや腎代替療法が始まるリスクが高い。暫

定的な分析結果では、これらのリスクは居住地の剥奪度や僻地度とは負の相関を持ち、また

業態による差も認められる。 

【結論】 

 ①住所情報の正確性が疑わしい個人は分析対象から除外する必要がある。また先行研究の

結論は医療費の対数変換に依存している可能性がある。②医療費の地域差の解明を目的とし

た分析には居住地ベースの算出値を用いることが最善である。③門前薬局や大規模薬局では

後発品利用が促進されるが、小規模なかかりつけ薬局では後発品利用が妨げられる可能性が

示唆される。④低所得者ほど慢性腎臓病の急速な進行のリスクが高いことについては頑健な

結果が得られたが、居住地の剥奪度や僻地度、業種との関連についてはさらに分析が必要 

である。 

【略歴】 

ノースウェスタン大学にて Ph.D（ . Economics） 取得後、ライス大学ベイカー研究所研究

員、横浜市立大学国際総合科学部准教授、名古屋大学経済学研究科准教授を経て 2022 年よ

り現職。 
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「保健事業による健康アウトカムを改善するための行動インサイト：因果探索の応用」 

京都大学大学院 医学研究科 人間健康科学系専攻 特定教授 

広島大学大学院 医系科学研究科 疫学疾病制御学 教授 福間 真悟 

 

要旨 

【目的】 

 いかに優れた医療技術、保健事業があっても、医療者や対象者が適切な行動を選択しなけ

れば、目的とする健康アウトカム改善は達成できない。本研究では、保健事業における利用

者の行動を変えて健康アウトカム改善を達成するためのエビデンス【行動インサイト】を創

出する。被保険者の健康に関する行動課題を分析し、「どのような対象者で、どのような行

動変容が、健康アウトカム改善に繋がるか」を明らかにする。これによって、保健事業にお

ける効率的・効果的な対象者選択、介入方法選択など、保健事業による健康アウトカム改善 

に貢献する。 

 

【方法】 

 最初に、協会けんぽデータベースにて、健康アウトカム、特に心血管病に関連する行動課

題（被保険者及び医療者の行動）を分析し、保健事業で介入すべき行動ターゲットを明らか

にする。先行研究のレビューによって得られた知見とデータ分析から得られた知見を統合し

て、領域知識をアップデートする。整理した領域知識を基に、統計的因果探索手法を応用す

ることで、行動変容、健康アウトカムの因果メカニズムをグラフ表現する。得られたグラフ

を利用して、行動変容介入のターゲットを考察することで、行動インサイトに基づく効果的 

な保健事業設計につなげる。 

 

【結果】 

 健康アウトカムに関連する医療者及び被保険者の行動課題の検討を行い、得られた行動イ

ンサイトを基に Longitudinal LiNGAM による因果探索を実施した。具体的な因果探索の応

用例として、特定保健指導後の因果メカニズムに着目した。2014 年の生活指導介入が 2015

年以降の健診結果に与える影響を因果グラフとして表現した。2014 年の介入は 2015 年の

BMI に対して軽度の改善効果（-0.17, 95%CI [-0.19 to -0.13]）を有しており、2016 年以降

の健診結果（心血管リスク因子）に与える影響をグラフから検討した。従来の因果推論手法

（回帰不連続デザイン）と、介入効果の推定値の一致を確認した。 

 

【結論】 

 心血管病予防を目指した保健事業の介入ターゲットとなる行動課題についてデータから

知見を得ることができた。因果探索の応用によって、行動変容介入によって健康アウトカム

が達成される機序についての理解が進み、行動インサイトに基づく保健事業設計につなげて

いくことが可能となる。 
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【略歴】 

1996-2002 広島大学医学部医学科 

2002-2010 内科・腎臓内科医師として診療に従事 

2010-2013 京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻 博士課程 

2013-2017 京都大学医学部付属病院臨床研究教育研修部 特定助教、特定講師、特定准教授 

2017-2022 京都大学医学研究科人間健康科学系専攻 特定准教授 

     京阪神次世代グローバルリーダー育成コンソーシアム 特定准教授 

2022-2024 京都大学医学研究科 人間健康科学系専攻 准教授 

2024-   広島大学大学院医系科学研究科 疫学・疾病制御学 教授 

     京都大学医学研究科 人間健康科学系 特定教授 
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利用者の皆様へ 

 

この調査研究報告書の内容に関しては 

下記にお問い合わせください。 

 

全国健康保険協会 

企画部 調査分析･研究グループ 

電話：03-6680-8476 
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